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要 約 

 

本業務の目的は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサー

ル条約）」の締約国として、候補地選定方法について検討するとともに、その結果を踏まえ、

国際基準に合致する湿地を選定し、新たな条約湿地の登録を推進することである。 

平成 16 年度には、当時喫緊の課題であった条約湿地倍増に向けて候補地を選定し、登録

を進めた。その後、国際基準が追加され、また、水田の価値への評価が高まるなど、新た

な評価軸が加わった。このような状況を踏まえ、鳥類の飛来数など最新の情報に基づき候

補地リストの更新を行うとともに、新たな評価軸に合致する候補地を検討することが必要

となった。平成 19 年に閣議決定された「第 3 次生物多様性国家戦略」において、「第 11 回

締約国会議（2012 年（平成 24 年）開催予定）までに国内の条約湿地を新たに 10 箇所増や

すこと」を目標として掲げている。本年度に先駆け「平成 21 年度ラムサール条約湿地登録

推進業務」では各分野の専門家 9 名をメンバーとした検討会が構成され、候補地選定のた

めの基準の見直しや選定の進め方について議論を行い、新たな選定基準を整理した。また、

既存候補地の現状把握や新規の登録候補地の抽出を行った。 

本年度は、湿地に関係する各分野の専門家 9 名を検討委員のメンバーとし、検討会を平

成 22 年 6 月 25 日、7 月 26 日及び 8 月 24 日の 3 回実施した。また、鳥類の飛来数などの

最新データやヒアリングにより全国の湿地の状況を分析した。検討会での議論を踏まえ、9

つある国際基準のいずれかを満たすと認められる日本全国の湿地 172 箇所をラムサール条

約湿地の潜在候補地として選定した。 

 



 

Summary 

 

  The purpose of this project is to fulfill Japan’s role as a contracting party to the 

“Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat” 

(Ramsar Convention), by promoting the designation of new Ramsar Sites of 

International Importance. Specifically, selection procedure for domestic sites was 

deliberated in order to identify new sites meeting Convention criteria.  

  In 2004, faced with the pressing challenge of doubling the number of its Ramsar 

Sites, Japan actively pursued the selection and designation of new sites. In the years 

that followed, the introduction of new criteria for site designation as well as greater 

recognition of the importance of rice paddies, among other qualities greatly expanded 

the framework for designation in Japan. As a result, the need arose to first update the 

list of potential sites based on the latest information on, for example migratory 

waterfowl numbers, and also to consider new sites to meet evolving criteria. The 

urgency of this project is highlighted in “The Third National Biodiversity Strategy of 

Japan” approved by the Cabinet in 2007, which states that the Japanese government 

will attempt to designate 10 more Ramsar sites by the 11th Meeting of the Conference of 

the Contracting Parties to the Ramsar Convention (COP11) in 2012.  

  2009 saw the implementation of “2009 Project for the promotion of Ramsar Site 

designation” in which a multidisciplinary panel comprising 9 specialists gathered to 

re-examine and update criteria and procedures for the selection of potential sites. The 

list of candidate sites was then updated based on the current state of pre-existing 

candidates, as well as the addition of new ones.  

  In 2010, the panel reconvened a total of 3 times (25 June, 26 July and 24 August, 

2010) during which analyses of the most recent data on migratory waterfowl and survey 

results on wetlands throughout Japan were carried out. As a result, a total of 172 

wetlands meeting at least one of nine Convention criteria for wetlands of international 

importance were identified as potential Ramsar Sites. 
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Ⅰ．業務の目的 
 

「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約（ラムサール条約）」は、国

際的に重要な湿地およびそこに生息・生育する動植物の保全を推進すること、湿地の適正

な利用を進めることを目的とする。締約国はその領域内にある国際的に重要な湿地を条約

湿地として登録し、保全を図ることが求められている。我が国は1980年に同条約に加盟し、

現在 37 箇所が条約湿地に登録されている。 

湿地の登録については、平成 19 年に閣議決定された「第 3 次生物多様性国家戦略」にお

いて、「第 11 回締約国会議（2012 年（平成 24 年）開催予定）までに国内の条約湿地を新

たに 10 か所増やすこと」を目標として掲げており、引き続き条約湿地の登録を推進してい

く方針である。 

これまで、平成 16 年度には、当時喫緊の課題であった条約湿地倍増に向けて、当時の条

約湿地の登録基準（以下、国際基準という。）に合致する湿地のうち、登録要件の 1 つであ

る保護区指定が既に済んでいる又は見込みのある湿地を対象に候補地を選定し、登録を進

めてきた。 

しかし、この後、新たな国際基準が加わり、また、水田の価値への評価が高まるなど、

新たな評価軸が加わりつつある。 

このような状況を踏まえ、平成 21 年度には、鳥類の飛来数など最新の情報に基づき候補

地リストの更新を行うとともに、新たな評価軸に基づく候補地選定方針案について検討を

行った。本業務では、候補地選定方法について検討するとともに、その結果を踏まえ、国

際基準に合致する湿地を選定し、ラムサール条約湿地登録の推進に資することを目的とす

る。 
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Ⅱ．業務の結果 
 

以下のとおり情報収集を行うとともに、学識経験者等から構成する検討委員会を開催し、

ラムサール条約湿地登録候補地の選定等に関する検討を行った。 

 

（１） 候補地選定方法の検討 

平成 21 年度および平成 22 年度に開催したラムサール条約湿地候補地検討会の結果およ

びラムサール条約のガイドライン等を踏まえ、国際基準を踏まえた国内の潜在的な候補地

の選定方法を検討し、下記のとおり国内の基準を作成した。 

 

 

                                         

 

国際基準 1～9 に基づく潜在候補地の選定方法 

 

※：留意点 

 

基準 1：適切な生物地理区内に、自然のまたは自然度が高い湿地タイプの代表的、

希少または固有な例を含む湿地がある場合には、その湿地は国際的に重要であ

ると考えることとする。 

 

※陸域については Udvardy の生物地理区分（5 区分）、海域については「世界の海洋エコリ

ージョン（MEOW）」の生物地理区分（8 区分）を用いて、生物地理区分を代表する湿地タ

イプを選定する（瀬戸内海及び有明海の特殊性に留意する） 

※ただし、各生物地理区分内に分布が限られている（＝希少）又は唯一分布する（＝固有）

湿地タイプがある場合には、面積基準によらずに選定する 

 

＜湿原＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「湿原」、「雪田草原」、「湧水湿地」の

記載があること 

○一定以上の規模とまとまりを有していること（第５回自然環境保全基礎調査、湿地調

査において、原則として 200ha 以上（北海道）または 100ha（北海道以外）以上であり、

単一で一定程度のまとまりを有していること） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと 

※泥炭地の形成史等に留意する 
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※高層湿原、低層湿原、中間湿原のバランスに留意する 

 

＜河川＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「河川」の記載があること 

○河川が主な選定対象であること 

○一定以上の規模を有していること（原則として長さ 5km 以上） 

○高い自然性を有していること 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと 

 

＜湖沼＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「湖沼」、「潟湖（潟湖干潟を除く）」の

記載があること 

○一定以上の規模を有していること（原則として 500ha 以上） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと 

○人工護岸が少ないなど、高い自然性を有していること 

※地域バランスに留意する 

 

＜地下水系（カルスト地形）・湧水地＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「地下水系」、「湧水地」、「湧水」の記

載があること 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと 

○各生物地理区分で最大規模を有すること 

 

＜塩性湿地＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「塩性湿地」の記載があること 

○一定以上の規模を有していること 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと 

 

＜マングローブ湿地＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「生物群」に「マングローブ林」の記載があること 

○一定以上の規模を有していること（第５回自然環境保全基礎調査、海辺調査において

原則として 100ha 以上） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと 
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＜河口域＞ 

○原則として、自然度の高い汽水域が広がっていること 

○一定以上の規模を有していること 

 

＜干潟＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「干潟」、「潟湖干潟」、「前浜干潟」、「入

江干潟」、「河口干潟」の記載があるか、第７回自然環境保全基礎調査（干潟調査）」の

対象干潟１５７カ所又は「日本における干潟海岸とそこに生息する底生生物の現状」

の「干潟をもつ各地域の現状」の対象干潟に含まれていること 

○一定以上の規模を有していること（第４回自然環境保全基礎調査、干潟調査で原則と

して 10ha 以上） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないか、選定基準②・④以外の条件に合致することが第７回自然環境保全

基礎調査（干潟調査）又は「日本における干潟海岸とそこに生息する底生生物の現状」

で認められること 

 

＜藻場＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「生物群」に「海草」または「海藻」の記載があること 

○一定以上の規模を有していること 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと 

 

＜サンゴ礁＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「生物群」に「サンゴ」の記載があること 

○一定以上の規模を有していること。（第４回自然環境保全基礎調査、サンゴ礁調査にお

いて、当該湿地付近のサンゴ礁面積が原則として 50ha 以上） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと 

※非サンゴ礁域及びサンゴ礁域において代表的なサンゴ礁を選定（面積及び被度で評価） 

 

 

基準 2：絶滅危惧種と特定された種（絶滅危惧Ⅰ類・Ⅱ類に該当）、または消滅

の危機に瀕している生物群集を支えている場合には、その湿地は国際的に重要

であると考えることとする。 

○ＩＵＣＮの「深刻な危機(ＣＲ)」、「危機(ＥＮ)」、「危急(ＶＵ)」のいずれかで、 

かつ/または 環境省レッドリストの「絶滅危惧 I 類（ＣＲ＋ＥＮ）」、「絶滅危惧 IＡ類

（ＣＲ）」、「絶滅危惧 IＢ類（ＥＮ）」、「絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）」のいずれかを満たす種。 

○繁殖地や越冬地等として生活史の特定の段階で安定的に絶滅危惧種や絶滅のおそれの
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ある生物群集を支えていること 

※野生復帰をした種についても対象とする 

※絶滅危惧種の固有種の生息・生育状況に配慮する 

 

 

基準 3：特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群

を支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、種が豊富であ

る、固有種の多い、特殊な環境条件に適応した種の相当な割合を有しているなど、生

物地理区における生物多様性の維持に重要な個体群を支えていることが明らかな湿地 

※陸域については Udvardy の生物地理区分（5 区分）、海域については「世界の海洋エコ

リージョン（MEOW）」の生物地理区分（8 区分）を用いる（瀬戸内海及び有明海の特殊

性に留意する） 

 

 

基準 4：生活環の重要な段階において動植物種を支えている場合、または悪条件

の期間中に動植物種に避難場所を提供している場合には、その湿地は国際的に

重要であると考えることとする。 

○原則として、重要湿地 500 の選定基準⑤（生物の生活史の中で一定以上の規模を有し

ていること）によって選定されている湿地 

○産卵数が多い等、生活環の重要な段階においてアカウミガメ、アオウミガメを支えて

いるものを評価 

○専門家に対するアンケートにおいて、ウミガメ、鳥類、魚介類以外の渡り性・移動性

生物が、餌場や産卵などの利用で重要であること事が明らかな湿地。 

 

 

基準 5：定期的に２万羽以上の水鳥を支える場合には、その湿地は国際的に重要

であると考えることとする。  

○環境省モニタリングサイト 1000 ガンカモ類調査及び全国ガンカモ一斉調査において、

過去 5年のうち 3年以上ガンカモ類の渡来数が 2万羽以上の湖沼等 

 

 

基準 6：水鳥の一の種または亜種の個体群において、個体数の１％を定期的に支

えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。  

○環境省モニタリングサイト 1000 ガンカモ類生息調査、シギ・チドリ類調査、全国ガン

カモ一斉調査等において、ガンカモ類、シギ・チドリ類、ツル類等で過去 5年のうち 3

年以上個体数の 1％以上を定期的に支えている湿地 
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基準 7：固有な魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の亜種、種、または科、生活

史の一段階、種間相互作用、湿地の恩恵を提供する個体群の相当な割合を維持

しており、それによって世界の生物多様性に貢献している場合には、その湿地

は国際的に重要であると考えることとする。  

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、魚種の 1 割が

固有種である場合など、固有な魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の亜種、種、また

は科の相当な割合を支えることが明らかな湿地 

 

 

基準 8：魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の重要な餌場であり、産卵場、稚魚

の成育場であり、または湿地内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路

となっている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、魚介類（甲殻

類、軟体類等を含む）の重要な餌場であり、産卵場、稚魚の成育場であり、または湿

地内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっていることが明らかな湿地 

 

 

基準 9：鳥類以外の湿地に依存する動物種または亜種の個体群で、その個体数の

１％を定期的に支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考える

こととする。  

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、爬虫類、両生

類、魚介類又は水生昆虫等が生息する唯一の湿地か（繁殖地や産卵地を含む）、大部分

が生息することが明らかな湿地 
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（２） 潜在的な候補地の選定 

本業務で作成された候補地選定方法を踏まえ、最新情報に基づき国際基準に適合する湿

地を潜在的な候補地として選定した。既存候補地については現状を確認し潜在候補地とし

て改めて選定した。なお、今回の潜在候補地は、ラムサール条約湿地の要件の一つである

保護区の重複「国の法律（自然公園法、鳥獣保護法）により、将来にわたり自然環境の保

全が図られていること」によらずに選定した。 

国際基準 1 については、主に重要湿地 500 に選定されている湿地を対象に、湿地タイプ

ごとに陸域および海域の生物地理区を代表する湿地、希少又は固有な例を含む湿地を選定

した。また、新たに設定された「河口域」の湿地タイプについても該当する湿地を選定し

た。国際基準 2 については、国際自然保護連合（IUCN）および環境省のレッドリストを参

考にした上で、湿地に生息又は生育する国際的に絶滅のおそれのある種を選定し、当該種

にとって重要な湿地を抽出した。国際基準 3、4、7、8 および 9 については、植物、海藻、

海草、マングローブ、両生・爬虫類、魚類、昆虫類、底生生物の各分野の専門家にヒアリ

ングを実施し、国際基準に適合する湿地の選定を行った。国際基準 5、6 については、平成

21 年度の検討業務で選定された候補地の現状を改めて確認し、リストを改訂した。なお、

潜在候補地の選定に当たっては、水田決議を踏まえ、水田等の人工湿地も対象地に加えた。 

その結果、各基準別、地域別、湿地タイプ別の潜在候補地数は表 1～3 となり、計 172 箇

所の潜在候補地が選定された（表 4、図 1）。各国際基準別の潜在候補地は表 5～15 の通り

である。 

 

 

表1. 国際基準別の潜在候補地数

国際基準 潜在候補地数

国際基準1 76

国際基準2 54

国際基準3 86

国際基準4 3

国際基準5 7

国際基準6 51

国際基準7 16

国際基準8 28

国際基準9 4  

7



 

表2. 地域別の潜在候補地数

地域 潜在候補地数

北海道地方 21

東北地方 24

関東地方 15

中部地方 26

近畿地方 10

中国地方 13

四国地方 6

九州地方 56  

 

 

表3. 湿地タイプ別の潜在候補地数

潜在候補地数

湿原 17

河川（渓流を含む） 41

湖沼 35

水田・ため池等の人工湿地 28

その他の陸域 17

河口域 38

塩性湿地 9

マングローブ湿地 12

干潟 47

藻場 28

サンゴ礁 8

その他の海域 17

湿地タイプ

陸域

海域
（汽水域を含む）
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分類群 湿地名 都道府県 選定理由 湿地番号
重要湿地

500

猿払原野（モケウニ沼、カムイト沼、瓢箪沼、ポロ
沼、猿骨沼、猿払川など）

北海道宗谷郡猿払村
北方針葉樹林が周辺に広がる腐植栄養湖沼の水生植物相の典型（ナガバエビモ、ヒロ
ハノエビモ、コウホネなど）

2 4

根室湿原群（根室半島湿原、ホロニタイ・フレシ
マ湿原、タンネ沼・オンネ沼、南部沼、長節沼、
落石岬湿原、落石西湿原、落石湿原、ヒキウス
沼、沖根辺沼）

北海道根室市

ネムロコウホネ、沈水性ヒルムシロ属など水草の種の多様性が高く、北海道本来の湖
沼の水生植物相（ネムロコウホネ、エゾヒルムシロ、スギナモ、オオタヌキモ、ナガバエビ
モなど）が残る。特に南部沼が良好。原野の原風景の中に沼が点在しており、北海道の
中でも重要な植物が多数残っている

11 21

十勝海岸湖沼群（十勝川河口湿原、長節沼、湧
洞沼、キモントウ、生花苗沼、当縁湿原、ホロカ
ヤントウ沼など）

北海道中川郡豊頃町、広尾
郡大樹町

河口域に隣接する湖沼群は自然性が高く、多様な塩分濃度の汽水域と、それに対応し
て多様な植物相（ヒロハノエビモ、キタミソウ、コアマモなど）が存在する

14 34

十勝川下流域湖沼群（十勝川流域、十勝川水系
河跡湖群、三日月沼、育素多沼、池田キモント
ウなど）

北海道中川郡豊頃町､十勝
郡浦幌町､中川郡池田町

河跡湖が多数残り、水生植物の種の多様性が高い（ヒシモドキ、ヒンジモなど） 15 35

八幡平周辺湿原群（八幡平湖沼群、八幡沼、ガ
マ沼、蓬莱沼、黒谷地、御在所湿原、赤川源流
域湿原、八幡平湿原、黒谷地、夜沼、蒸ノ湯大
谷地、長沼、大沼、大場谷地、熊谷地、前谷地な
ど）

岩手県八幡平市､秋田県鹿
角市、仙北市

貧栄養水域性の水生植物や周極要素の水生植物（ハリナズナなど）が隔離分布する場
として重要

30 75

渡良瀬遊水地

栃木県小山市､栃木市、下都
賀郡野木町､群馬県邑楽郡
板倉町､埼玉県加須市、茨城
県古河市

本州最大級のヨシを主体とする湿性草地が存在する。河川の氾濫原を主な生育環境と
するトネハナヤスリ、タチスミレなどをはじめとする環境省レッドリスト掲載種約50種を含
む700種以上の豊富な植物種が生育する湿地で、本州以南の低湿地の代表例

49 136

能登半島北部ため池群 石川県珠洲市、輪島市など ジュンサイ、フトヒルムシロなど、ため池に生息する水生植物の種の多様性が高い 70 -

中池見湿地 福井県敦賀市
オオアカウキクサ、サンショウモなどの水田耕作と結びついた多くの希少な水生植物が
生育している。攪乱依存種のみでなく、湧水に生育する湿性植物が混在し、植物の種の
多様性が高い

73 220

東海丘陵湧水湿地群 愛知県、岐阜県、三重県など
低温・貧栄養な湧水に涵養される小規模な湿地に、東海地方で適応進化したこの地域
にしか見られない固有種を含む東海丘陵要素植物などが生育

84 248

北播磨地域ため池群
兵庫県加西市、加東市、神
崎郡福崎町、小野市、加古
川市

加西市、小野市、加東市のため池を中心に良好な水生植物群落が成立している。マル
ハオモダカ、スブタ、ミズニラなど、絶滅危惧種の宝庫となっており、日本国内内で確認
されている水草約200種のうちの40％がこの地域に自生している

93 277

円山川下流域及び周辺水田 兵庫県豊岡市
河川の氾濫原に依存したミズアオイ等の水草相が良好な状態で残っており、円山川中
洲のひのそ島や田結地区などには重要な水生植物が残っている（ヒメシロアサザ、オオ
アカウキクサなど）

94 282

世羅台地の湧水湿地及びため池群
広島県世羅郡世羅町、東広
島市

世羅西町を中心に水辺や水中に、オグラコウホネ、スブタ、ヒメタヌキモなどの絶滅危惧
種を含む多様な植生が成立している。植物地理的にも隔離分布する特異な植物相（満
鮮要素）が見られる

105 314

家田湿原及び川坂湿原 宮崎県延岡市
現在希少になりつつあるオヒルムシロ、ヒメコウホネ、ヌマゼリなどの北方系の水生植物
の南限で、湧水環境が豊富な植物相を支えている。また、水田雑草も豊富

139 404

知床半島東部沿岸 北海道目梨郡羅臼町
希少種であるアツバスジコンブとカラフトトロロコンブが生育し、海藻類の種の多様性が
高い

8 17

厚岸湾
北海道厚岸郡厚岸町､釧路
郡釧路町

海藻藻場の種の多様性、規模ともに生物地理区で最大。海洋条件の異なる場所に応じ
た各種コンブ目が豊富に生育。寒流系コンブ類の多様性が見られる典型的海域

13 28

志津川湾 宮城県本吉郡南三陸町
寒海性コンブ目と暖海性コンブ目が共存する海域の代表的な海藻藻場として貴重であ
る。アラメ群落の北限に近い

32 84

伊豆半島南東部（白浜～田牛）沿岸 静岡県下田市
大規模な海中林。コンブ目やホンダワラ科主体の海藻群落。マメタワラ、アラメ、カジメ
などが生育。黒潮影響域における典型的な温帯性海中林が形成されている

77 232

志摩半島南部沿岸（大王町～南島）
三重県志摩市、度会郡南伊
勢町

サガラメ、カジメ、オオバノコギリモクなどの海中林。ナガシマモク、ヘラナラサモも生育。
最大規模のネジモク群落

86 251

隠岐諸島沿岸
島根県隠岐郡隠岐の島町・
海士町・知夫村・西ノ島町

ガラモ場、海中林を中心とした大規模な藻場で種の多様性が高く、藻類の絶滅危惧種も
多い。クロキヅタやホソエガサ（絶滅危惧種）の生育地。日本海側の温帯性海藻群落と
して規模も大きく、種の多様性が高い

99 304

宇和海島嶼部周辺沿岸 愛媛県西宇和郡伊方町
瀬戸内海側と太平洋側の海洋変動を受けやすい。多様なホンダワラ類が混成してい
る。クロメ場、ガラモ場などと混在し、地先の生物多様性が高い

112 348

筑前大島及び地ノ島周辺沿岸 福岡県宗像市 玄界灘には各地で大規模な藻場が見られるが、本地域が最大規模の海中林 118 360

海鼠池及び貝池 鹿児島県薩摩川内市
海鼠池は、マメタワラ類似種が生育するとされ、陸封湖に生育する天然海藻群落として
希少性が高い

145 438

中城湾北部（泡瀬～川田～勝連町南原～北中
城村～中城村）

沖縄県うるま市、沖縄市、中
頭郡北中城村、中城村

泡瀬干潟には海藻のクビレミドロ(絶滅危惧種）が生育。イソスギナも生育 155 459

石垣島（川平湾～米原地先沿岸） 沖縄県石垣市
ホンダワラ属、シマテングサ、カタメンキリンサイ、リュウキュウオゴノリ（絶滅危惧種）な
ど海藻類の生育地

159 484

石垣島（名蔵湾） 沖縄県石垣市
海藻群落は熱帯性海藻で構成されており、沖縄本島とも異なる。リュウキュウオゴノリ
（絶滅危惧種）も生育。海草のウミショウブも生育

161 487

サロマ湖
北海道北見市、常呂郡佐呂
間町､紋別郡湧別町

日本最大の潟湖性海草藻場。広大なアマモ群落 5 11

能取湖 北海道網走市
スゲアマモの広大な海草藻場で、スゲアマモの単純群落では国内最大、その他、アマ
モ、コアマモの群落がある

6 12

厚岸湾
北海道厚岸郡厚岸町､釧路
郡釧路町

大黒島、小島（外海域）アイニンカップ岬の周辺海域およびアイカップ岬の沿岸域は国内
最大のオオアマモの単純群落が見られる唯一の場所で、スガモ、アマモも生育する海
草藻場

13 28

陸中リアス海岸の湾奥沿岸湿地群　（山田湾、
船越湾、大槌湾、宮古湾、釜石湾など）

岩手県宮古市､下閉伊郡山
田町、上閉伊郡大槌町､釜石
市など

世界一草丈の長くなるタチアマモ、南限と思われるオオアマモが分布 31 80

東京湾の干潟・浅瀬（富津地先沿岸） 千葉県富津市

中央黒潮エリア内で最大規模の内湾的環境下に存在する海草藻場である。東京湾に残
存した海草藻場は生物の移出入を介して生物多様性の維持に貢献している。特に、富
津地先沿岸は東京湾最大の海草藻場（アマモ・コアマモ）があり、湾全体の生物多様性
の維持に重要である可能性が高い

51 159

表8．国際基準3（特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群を支えている湿地）の該当湿地

植物

海藻

海草
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分類群 湿地名 都道府県 選定理由 湿地番号
重要湿地

500

七尾湾
石川県七尾市、鳳珠郡穴水
町

日本海内湾の大規模な海草藻場（日本海では数少ない内湾性環境）。スゲアマモの分
布最南端。ウミヒルモの分布北限

68 207

浜名湖 静岡県浜松市､湖西市
1年生と多年生のアマモが共存する貴重な海草藻場。本州太平洋岸中部の潟湖性海草
藻場の典型

80 242

安芸湾三津口 広島県呉市 瀬戸内海でも非常に自然度が高く残存した海草藻場 104 313

鹿児島湾沿岸アマモ場群落（重富海岸、桜島漁
港、浜町、鴨池港及び生見）

鹿児島県姶良市、霧島市、
鹿児島市

アマモからなる南限域の海草藻場。1年生で変動が激しいため、広域での指定が必要 142 425

西表島（崎山湾、網取湾の湾奥部） 沖縄県八重山郡竹富町 自然度の高い熱帯性海草藻場。ウミショウブの純群落 171 499

種子島のマングローブ林（湊川及び大浦川）
鹿児島県西之表市、熊毛郡
中種子町・南種子町

メヒルギ林が発達し、自然分布北限の可能性が有る。ラグーン内に樹高1mにも達しない
メヒルギ群落が広く生育する群生は日本で唯一で、世界的に見ても稀

144 431

奄美大島（役勝川、住用川及び河口域）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村・宇検村・瀬戸内町

マングローブ樹種の地理的に数少ない重要な分布地で、発達したメヒルギ林（琉球諸島
で最も良好な林分を形成）からなる良好なマングローブ生態系を形成

147 440

奄美大島（川内川及び内海）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村

内海は塩湖に成立するマングローブ樹種の地理的に数少ない重要な分布地 148 -

慶佐次川 沖縄県国頭郡東村
慶佐次マングローブ林はメヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギからなるマングローブ樹種
の地理的に数少ない重要な分布地

152 451

大浦川及び河口域 沖縄県名護市
メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギからなるマングローブ樹種の地理的に数少ない重
要な分布地

153 453

羽地内海（屋我地など）
沖縄県名護市、国頭郡今帰
仁村

メヒルギ、オヒルギ、ヒルギダマシのマングローブ樹種の生育地で、本島最大のオヒル
ギ林

154 454

西表島（仲間川及び河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギダマシ、ヒルギモドキ、マヤプシキの生育
地。マングローブ林の国内最大の分布値で、マングローブ樹種数も多い

166 493

西表島（後良川、相良川及び前良川河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギモドキ、ヒルギダマシ、マヤブシキからなる
マングローブ湿地と河口から前浜に至る広大な干潟では、特に、シオマネキ類やオサガ
ニ類の種の多様性が高い

167 494

西表島（船浦湾流入河川河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギモドキ、ヒルギダマシ、ニッパヤシからなる
マングローブ林、砂質干潟、海草藻場がいずれも広大で、それぞれに特有の底生生物
が出現する、種及び生態系の多様性の高い地域

168 497

西表島（浦内川及び河口域） 沖縄県八重山郡竹富町 マングローブ樹種の地理的に数少ない重要な分布地 169 498

房総丘陵の谷津田、河川及び湧水地
千葉県君津市、市原市、夷
隅郡大多喜町、勝浦市など

トウキョウサンショウウオをはじめ、両生類の種の多様性が高い 56 163

多摩丘陵地帯の湧水地
東京都青梅市、西多摩郡日
の出町、あきる野市、八王子
市

トウキョウサンショウウオをはじめ、両生類の種の多様性が高い 58 168

京都府亀岡の水田地帯 京都府亀岡市 ナゴヤダルマガエルをはじめ両生類の種の多様性が高い 90 -

田ノ浜 長崎県対馬市
地形が急峻で平地の少ない対馬において低湿地の生物相を残す場として重要で、エサ
キアメンボなどの水生昆虫やツシマアカガエル、チョウセンヤマアカガエルなどが生息
し、ツシマヤマネコの重要な餌場にもなっている

130 379

奄美大島（南部山地水域）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村・宇検村・瀬戸内町

エグリタマミズムシなどの固有の水棲昆虫が多いだけでなく、アマミハナサキガエル、イ
シカワガエルなどの固有な両生は虫類も多種が生息している

146 439

奄美大島（役勝川、住用川及び河口域）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村・宇検村・瀬戸内町

エグリタマミズムシなどの固有の水棲昆虫が多いだけでなく、アマミハナサキガエル、イ
シカワガエルなどの固有な両生は虫類も多種が生息している。中流域・下流域まで含め
て重要

147 440

奄美大島（川内川及び内海）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村

エグリタマミズムシなどの固有の水棲昆虫が多いだけでなく、アマミハナサキガエル、イ
シカワガエルなどの固有な両生は虫類も多種が生息している。中流域・下流域まで含め
て重要

148 -

ヤンバル河川群
沖縄県国頭郡国頭村・大宜
味村・東村、名護市

ナミエガエル、ハナサキガエル、イシカワガエル、ホルストガエルなどの日本固有種を含
む両生は虫類にとって重要な生息地

151 448

石垣島（於茂登岳の渓流及び湿地） 沖縄県石垣市
コガタハナサキガエル、オオハナサキガエルなどの日本固有種を含む両生は虫類に
とって重要な生息地

160 487

西表島（山地水域） 沖縄県八重山郡竹富町 両生類も八重山固有種が豊富 165 491

利根川下流域（神栖市高浜及び周辺水田など）
茨城県神栖市、千葉県香取
市、香取郡東庄町、銚子市

遡河性魚類（サケ、太平洋型イトヨ、カワヤツメ）の南限 48 131

房総丘陵の谷津田、河川及び湧水地
千葉県君津市、市原市、夷
隅郡大多喜町、勝浦市など

ミヤコタナゴ、ギンブナ、ホトケドジョウ、ギバチなどの絶滅危惧種が生息し、淡水魚の種
の多様性が高い

56 163

父島及び母島の河川 東京都小笠原村
オガサワラヨシノボリの主要産地。本種は、海洋島の固有淡水魚としては、日本唯一。
オガサワラカワニナ（貝類）、オガサワラヌマエビ（甲殻類）などの固有種も生息

59 171

木曽三川合流域の河川、水路及びため池群

岐阜県海津市、養老郡養老
町、大垣市、瑞穂市、羽島
市、各務原市、愛知県津島
市、一宮市など

ウシモツゴ、デメモロコ、ハリヨなどの絶滅危惧種が生息し、淡水魚の種の多様性が高
い

75 229

京都府亀岡の水田地帯 京都府亀岡市
ヤリタナゴ、アブラボテ、カワヒガイなどの絶滅危惧種が生息し、淡水魚の種の多様性
が高い

90 -

円山川下流域及び周辺水田 兵庫県豊岡市 異なる系統（サケ、イトヨ、メダカ南北集団など）からなる多様な魚類相 94 282

有明海（筑後川、沖端川及び早津江川の各河口
域並びに平和搦）

福岡県大川市､柳川市､佐賀
県佐賀市

有明海全体として、エツ、アリアケシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラス
ボ、ヤマノカミなど大陸遺存種の魚類の生息地及び繁殖地

121 365

有明海（矢部川河口域） 福岡県柳川市、みやま市
有明海全体として、エツ、アリアケシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラス
ボ、ヤマノカミなど大陸遺存種の魚類の生息地及び繁殖地

122 365

両生・爬虫類

マングローブ

海草

魚類

36



分類群 湿地名 都道府県 選定理由 湿地番号
重要湿地

500

有明海（田古里川河口域） 佐賀県藤津郡太良町
有明海全体として、エツ、アリアケシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラス
ボ、ヤマノカミなど大陸遺存種の魚類の生息地及び繁殖地

123 365

有明海（六角川河口域）
佐賀県小城市、杵島郡白石
町

有明海全体として、エツ、アリアケシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラス
ボ、ヤマノカミなど大陸遺存種の魚類の生息地及び繁殖地

124 365

有明海（東与賀海岸（大授搦）） 佐賀県佐賀市
有明海全体として、エツ、アリアケシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラス
ボ、ヤマノカミなど大陸遺存種の魚類の生息地及び繁殖地

125 365

有明海（鹿島新籠海岸及び塩田川）
佐賀県鹿島市、杵島郡白石
町

有明海全体として、エツ、アリアケシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラス
ボ、ヤマノカミなど大陸遺存種の魚類の生息地及び繁殖地

126 365

有明海（荒尾海岸） 熊本県荒尾市
有明海全体として、エツ、アリアケシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラス
ボ、ヤマノカミなど大陸遺存種の魚類の生息地及び繁殖地

127 365

壱岐島の河川及びため池群 長崎県壱岐市 カゼトゲタナゴなどの絶滅危惧種が多く、淡水魚の種の多様性が高い 128 375

奄美大島（役勝川、住用川及び河口域）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村・宇検村・瀬戸内町

キバラヨシノボリ、放流個体を除けば奄美大島のみに生息するリュウキュウアユの生息
地。河口域にはマングローブ林が広がり、希少ハゼ科魚類も生息

147 440

奄美大島（川内川及び内海）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村

キバラヨシノボリ、放流個体を除けば奄美大島のみに生息するリュウキュウアユの生息
地。河口域にはマングローブ林が広がり、希少ハゼ科魚類も生息

148 -

ヤンバル河川群
沖縄県国頭郡国頭村・大宜
味村・東村、名護市

キバラヨシノボリ、アオバラヨシノボリ、アヤヨシノボリ、ヒラヨシノボリなどヨシノボリ類固
有種が生息。汀間川河口のマングローブ林には、多様な魚類が生息

151 448

大浦川及び河口域 沖縄県名護市 河口にはマングローブ林が発達し、マングローブ性魚類の種の多様性が高い 153 453

中城湾北部　（泡瀬～川田～勝連町南原～北中
城村～中城村）

沖縄県うるま市、沖縄市、中
頭郡北中城村、中城村

本地域に生息するトビハゼ、トカゲハゼ、シオマネキは極めて貴重 155 459

西表島（山地水域） 沖縄県八重山郡竹富町
西表島の河川からは400種をこえる魚類が確認されており、種の多様性がきわめて高
い。また、絶滅危惧種の汽水・淡水魚は51種が分布し、魚類相の希少性も高い

165 491

西表島（仲間川及び河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
西表島の河川からは400種をこえる魚類が確認されており、種の多様性がきわめて高
い。また、絶滅危惧種の汽水・淡水魚は51種が分布し、魚類相の希少性も高い

166 493

西表島（浦内川及び河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
西表島の河川からは400種をこえる魚類が確認されており、種の多様性がきわめて高
い。また、絶滅危惧種の汽水・淡水魚は51種が分布し、魚類相の希少性も高い。なかで
も浦内川は魚種数、絶滅危惧種数ともに最多

169 498

西表島（大見謝川） 沖縄県八重山郡竹富町
河川上流域の環境が河口まで続き、渓流性ハゼ科魚類が生息する。西表島の河川か
らは400種をこえる魚類が確認されており、種の多様性がきわめて高い。また、絶滅危
惧種の汽水・淡水魚は51種が分布し、魚類相の希少性も高い

170 -

屏風山湿原池沼群（平滝沼、ベンセ沼湿原、コケ
ヤチ湿原、屏風山湿原など）

青森県つがる市 ゲンゴロウ類を始めとした水生甲虫の絶滅危惧種が集中分布している 28 70

八幡平周辺湿原群（八幡平湖沼群、八幡沼、ガ
マ沼、蓬莱沼、黒谷地、御在所湿原、赤川源流
域湿原、八幡平湿原、黒谷地、夜沼、蒸ノ湯大
谷地、長沼、大沼、大場谷地、熊谷地、前谷地な
ど）

岩手県八幡平市､秋田県鹿
角市、仙北市

冷涼な気候の影響を受け、日本では唯一アラスカやカムチャツカ等に生息するオオメミ
ズムシが生息する他、チシマミズムシ等の北方系の昆虫が生息

30 75

能登半島北部ため池群 石川県珠洲市、輪島市など 水生昆虫の種の多様性が高い 70 -

吉野川河口域
徳島県徳島市、板野郡藍住
町・上板町、名西郡石井町

ハンミョウ類の重要な生息地である 111 329

浅茅湾及び綱浦 長崎県対馬市
入り江が複雑に発達しており、特異な景観を有している。絶滅危惧Ｉ類の沿岸性アメンボ
の一種であるシオアメンボや絶滅危惧Ⅱ類のシロウミアメンボの安定した生息地

129 378

田ノ浜 長崎県対馬市
地形が急峻で平地の少ない対馬において低湿地の生物相を残す場として重要で、エサ
キアメンボなどの水生昆虫やツシマアカガエル、チョウセンヤマアカガエルなどが生息
し、ツシマヤマネコの重要な餌場にもなっている

130 379

奄美大島（南部山地水域）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村・宇検村・瀬戸内町

エグリタマミズムシなどの固有の水棲昆虫が多いだけでなく、アマミハナサキガエル、イ
シカワガエルなどの固有な両生は虫類も多種が生息している

146 439

奄美大島（役勝川、住用川及び河口域）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村・宇検村・瀬戸内町

エグリタマミズムシなどの固有の水棲昆虫が多いだけでなく、アマミハナサキガエル、イ
シカワガエルなどの固有な両生は虫類も多種が生息している。中流域・下流域まで含め
て重要

147 440

奄美大島（川内川及び内海）
鹿児島県奄美市、大島郡大
和村

エグリタマミズムシなどの固有の水棲昆虫が多いだけでなく、アマミハナサキガエル、イ
シカワガエルなどの固有な両生は虫類も多種が生息している。中流域・下流域まで含め
て重要

148 -

西表島（山地水域） 沖縄県八重山郡竹富町
八重山諸島固有の水生昆虫類が豊富に生息している。渓流性及び湿地性の昆虫が多
様で、質・量とも豊富である

165 491

西表島（仲間川及び河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
八重山諸島固有の水棲昆虫類が豊富に生息している。渓流性及び湿地性の昆虫が多
様で、質・量とも豊富である

166 493

西表島（浦内川及び河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
八重山諸島固有の水棲昆虫類が豊富に生息している。渓流性および湿地性の昆虫が
多様で、質・量とも豊富である

169 498

西表島（大見謝川） 沖縄県八重山郡竹富町
八重山諸島固有の水棲昆虫類が豊富に生息している。渓流性および湿地性の昆虫が
多様で、質・量とも豊富である

170 -

サロマ湖
北海道北見市、常呂郡佐呂
間町､紋別郡湧別町

貝類のエゾタマキビ、キタノオオノガイなど寒流系の底生生物が生息する他、重要な漁
業資源であるホッカイエビ（甲殻類）が海草藻場に多数生息する

5 11

能取湖 北海道網走市
底生生物相が豊富であり、貝類のエゾタマキビ、オオノガイ、ソトオリガイが多産する他、
多毛類（ゴカイの仲間）の多様性が高い

6 12

根室湾干潟及び温根沼 北海道根室市
キタイソメ（多毛類）、キタユムシ（ユムシ類）、アナジャコ（甲殻類）が豊富に見られ、底生
生物の多様性が高い。また、潮間帯にウバガイ（貝類）が多産する

12 22

陸奥湾北部　（大湊湾） 青森県むつ市
干潟面積は陸奥湾内では最大規模。底生生物のいくつかの種において分布北限や隔
離個体群となっている他、全体的に底生生物の種の多様性が高い

26 66

万石浦
宮城県石巻市、牡鹿郡女川
町

岸辺に植生帯は少ないものの、干潟に多くの底生生物が生息し、ウミニナ、カワアイ、ツ
ブカワザンショウなどの貝類の他スジホシムシも比較的多く見られる。通水路に近いア
サリ漁場での底生生物の種の多様性が高い

33 85

魚類

昆虫類

底生生物

37



分類群 湿地名 都道府県 選定理由 湿地番号
重要湿地
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松島湾
宮城県東松島市、宮城郡松
島町・利府町・七ヶ浜町、塩
竈市

内湾の多島海で様々なタイプの干潟が散在する。貝類では、関東以北はここだけにイボ
ウミニナが生息し、クビキレガイモドキも数カ所で確認された。全体として底生生物の種
の多様性が高い

34 86

松川浦 福島県相馬市
仙台湾沿岸域では最も底生生物の種の多様性が高い。貝類では、カワアイ、ヨシダカワ
ザンショウなどの他、未記載種のマツカワウラカワザンショウが多産する。他では少なく
なった、ツバサゴカイ（多毛類）、ユムシ（ユムシ類）、スジホシムシが生息する

42 118

東京湾の干潟・浅瀬（小櫃川河口域及び盤洲干
潟）

千葉県木更津市

東京湾がかつてもっていた湾奥部の干潟環境を今に残す唯一の地域であり、ここを分
布の北限とする干潟生物も多い点で、その存在意義は大きい。東京湾内では最も多く
の底生生物が生息しており、自然環境も比較的良く保存されている。クシテガニ、ウモレ
ベンケイガニなど十脚類（甲殻類）の種の多様性も高い

54 159

三河湾（汐川干潟） 愛知県田原市、豊橋市
ヒロクチカノコ、イボウミニナ、カワアイ、オカミミガイなどの貝類が生息する多様性の高
い干潟で、底生生物の密度も高く、出現種数が多い

81 246

伊勢湾流入河川の河口域　（雲出川、櫛田川、
金剛川、愛宕川及び祓川の各河口域）

三重県津市､松阪市､多気郡
明和町

海浜域の砂浜、前浜干潟から、潟湖干潟、河口干潟とすべての干潟地形がセットになっ
て存在する点で価値が高い。多様な生息環境が保持されており、伊勢湾内では最も種
の多様性が高い。貝類では、イボウミニナ、オカミミガイなどが見られる他、ヒロクチカノ
コやワカウラツボの報告もある。クマノエミオスジガニ（甲殻類）が記録される点も貴重で
ある

85 249

和歌川河口域 和歌山県和歌山市
これまでの調査で底生生物が281種、魚類58種が確認されている種の多様性の高い河
口干潟。貝類ではウミニナ・ヘナタリ類などが多産し、ワカウラツボなどの絶滅危惧種も
生息する他、ハクセンシオマネキ（甲殻類）の生息数は近畿地方で最大規模

95 285

有田川河口域 和歌山県有田市
これまでの調査で底生生物が262種、魚類56種が確認されている種の多様性の高い河
口干潟。貝類では、コゲツノブエやタケノコカワニナが生息する他、干潟に棲むハゼ類も
多い

96 286

白浜～田辺湾
和歌山県田辺市、西牟婁郡
白浜町

底生生物の出現数が多く、種の多様性が高い。コゲツノブエ（貝類）、ハクセンシオマネ
キ（甲殻類）などのほか、潮間帯下部にはハボウキガイ（貝類）が見られる

97 290

秋穂湾～山口湾　（椹野川河口域を含む） 山口県山口市

有明海に次いで、潮の干満差が大きい周防灘一帯の沿岸域で、有明海と同様の多様な
湾奥部に分布する生物を多産する貴重な地域である。瀬戸内海を含め近隣海域の中で
は圧倒的に底生生物の生息種数が多い。貝類のシマヘナタリ、オカミミガイ類、センベイ
アワモチの他、ミドリシャミセンガイ（腕足類）、ヒガシナメクジウオ（脊索動物）も見られる

107 321

吉野川河口域
徳島県徳島市、板野郡藍住
町・上板町、名西郡石井町

有明海が備え持つ湾奥部の大型干潟の特徴を、河口干潟の形態でもっており、そのた
め、シオマネキ（甲殻類）の生息数は、有明海以外では随一を誇る。砂質から泥質まで
多様な環境が河口域に残されており、貝類のヒロクチカノコ、イボウミニナ、ヨシダカワザ
ンショウ、クリイロコミミガイや、甲殻類のシオマネキ、ハクセンシオマネキ、フタハピンノ
などが生息する。種の多様性も高い

111 329

博多湾東部（和白干潟など） 福岡県福岡市
日本海に面した干潟では最も底生生物の種の多様性が高い。出現種数はそれほど多く
はないが、貝類のナラビオカミミガイ、キヌカツギハマシイノミガイが生息する

119 363

今津干潟 福岡県福岡市
日本海に面した干潟では底生生物の種の多様性が高い。貝類（オキシジミ、ウミニナ
類）、甲殻類（ヤマトオサガニ、チゴガニ、ヒメアシハラガニ、アナジャコ等）、多毛類（ゴカ
イ類）が生息し多様性が高い

120 363

有明海（筑後川、沖端川及び早津江川の各河口
域並びに平和搦）

福岡県大川市､柳川市､佐賀
県佐賀市

多様な底生生物が生息し、大陸遺存種も多く見られる。貝類のミドリシャミセンガイ、オカ
ミミガイ類、アリアケガニ（甲殻類）、アリアケカワゴカイ（多毛類）などが生息する。湾奥
部における大陸遺存種の底生生物の豊富さは他に類をみない

121 365

有明海（矢部川河口域） 福岡県柳川市、みやま市 湾奥部における大陸遺存種の底生生物の豊富さは他に類をみない 122 365

有明海（田古里川河口域） 佐賀県藤津郡太良町 湾奥部における大陸遺存種の底生生物の豊富さは他に類をみない 123 365

有明海（六角川河口域）
佐賀県小城市、杵島郡白石
町

有明海最奥部に位置する。アリアケガニ（甲殻類）、ムツゴロウ（魚類）、貝類のヒロクチ
カノコ、オカミミガイ類、ウミマイマイ、クロヘナタリ、シマヘナタリ等が生息し、種の多様
性が高い。大陸遺存種の湾奥部における底生生物の豊富さは他に類をみない

124 365

有明海（東与賀海岸（大授搦）） 佐賀県佐賀市 湾奥部における大陸遺存種の底生生物の豊富さは他に類をみない 125 365

有明海（鹿島新籠海岸及び塩田川）
佐賀県鹿島市、杵島郡白石
町

湾奥部における大陸遺存種の底生生物の豊富さは他に類をみない 126 365

有明海（荒尾海岸） 熊本県荒尾市 湾奥部における大陸遺存種の底生生物の豊富さは他に類をみない 127 365

大野川、砂川、氷川及び鏡川の各河口域
熊本県宇城市、八代郡氷川
町、八代市

大野川の河口にはヨシ原も存在し、貝類のヘナタリ類、ワカウラツボ、ウミマイマイ、ヤベ
カワモチやシオマネキ（甲殻類）が生息する他、有明海特産種も出現し、多様性が高い

132 387

永浦島周辺沿岸 熊本県上天草市
多様な環境が存在し、近隣地域の中では出現種数が多い。ハクセンシオマネキ（甲殻
類）の日本最大の生息地

133 389

羊角湾 熊本県天草市
自然度が高い状態で保持されており、貝類のオカミミガイ類、ヘナタリ類、イボウミニナ
などの出現種数も多い

136 -

中津干潟及び宇佐干潟 大分県中津市､宇佐市
貝類のシマヘナタリ、クロヘナタリ、オカミミガイ類、ハクセンシオマネキ（甲殻類）などが
生息し、種の多様性の高い干潟。固有種も豊富

138 396

羽地内海（屋我地など）
沖縄県名護市、国頭郡今帰
仁村

大規模な内湾で、底生生物相も多様で豊富。特に貝類は種数、個体数ともに多く、腹足
類では未記載種も多く出現する

154 454

中城湾北部　（泡瀬～川田～勝連町南原～北中
城村～中城村）

沖縄県うるま市、沖縄市、中
頭郡北中城村、中城村

泡瀬干潟は貝類の種数や現存量が大きく、多くの絶滅危惧種が見られる 155 459

石垣島（宮良湾） 沖縄県石垣市
前浜干潟の他、河口部には天然記念物のマングローブ林が存在する。オキナワアナ
ジャコ（甲殻類）、貝類のキバアマガイ、オカミミガイ類など多種類の底生生物が生息す
る

162 488

西表島（後良川、相良川及び前良川河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
マングローブ湿地と河口から前浜に至る広大な干潟では、特に、シオマネキ類やオサガ
ニ類の種の多様性が高い

167 494

西表島（船浦湾流入河川河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
マングローブ林、砂質干潟、海草藻場がいずれも広大で、それぞれに特有の底生生物
が出現する、種及び生態系の多様性の高い地域

168 497

西表島（浦内川及び河口域） 沖縄県八重山郡竹富町
広大な河口域にマングローブ林が存在し、魚類の種の多様性が高い。貝類のトゥドゥマ
リハマグリ、キヌメハマシイノミ、コハクオカミミガイなどが産する

169 498

底生生物
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（３） 検討会の設置、運営 

有識者によるラムサール条約湿地候補地検討会を設置し、業務の内容について報告し、

意見を求めた。検討会は 3 回開催し、会議は公開で実施した。 

 

委員名簿 

鳥類         呉地 正行 日本雁を保護する会 

自然保護         小林 聡史 釧路公立大学経済学部 

湿地全般・ワイズユース 新庄 久志 釧路国際ウェットランドセンター 

底生生物         鈴木 孝男 東北大学大学院生命科学研究科 

湿地植生         辻井 達一 財団法人 北海道環境財団 

マングローブ     中須賀 常雄 元琉球大学農学部 

昆虫         林 正美 埼玉大学教育学部 

魚類         細谷 和海 近畿大学農学部 

両生は虫類         松井 正文 京都大学大学院人間・環境学研究科 

 

 

1） 開催日程 

第 1 回検討会 平成 22 年 6 月 25 日 （金） 

第 2 回検討会 平成 22 年 7 月 26 日 （月） 

第 3 回検討会 平成 22 年 8 月 24 日 （火） 

 

① 第 1 回検討会 

平成 22 年 6 月 25 日(金) 15:00～16:40 

経済産業省別館１０１４号会議室  

（東京都千代田区霞が関１－３－１ 経済産業省別館 10 階） 

 

議事次第 

１．開会 

２．議事 

（１）ラムサール条約湿地候補地検討の進め方について 

（２）国際基準１～９に基づく候補地の選定方法について 

（３）選定方法見直し後の基準別該当湿地（国際基準２・５・６）について 

（４）その他 

３．閉会 
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資料一覧 

資料１：ラムサール条約湿地候補地検討の進め方について（案） 

資料２：昨年度検討会における意見と対応方針（案） 

資料３：国際基準１～９に基づく候補地の選定方法（案） 

資料４－１：選定方法見直し後の基準別該当湿地（国際基準２） 

資料４－２：       〃         （国際基準５） 

資料４－３：       〃         （国際基準６） 

 

参考資料１：平成 21 年度第１回・第２回検討会議事概要 

参考資料２：我が国におけるラムサール条約湿地の要件と 

国際的に重要な湿地を指定するための９つの基準 

参考資料３：陸海域の生物地理区分について 

参考資料４：我が国のラムサール条約湿地 

参考資料５：前回のラムサール条約湿地登録候補地 

参考資料６：基準別該当湿地（国際基準２・５・６）の位置図 

 

議事概要 

出席者 

＜委員＞ 

呉地 正行 日本雁を保護する会 会長 

小林 聡史 釧路公立大学経済学部 教授 

鈴木 孝男 東北大学大学院生命科学研究科 助教 

辻井 達一 財団法人 北海道環境財団 理事長（座長） 

中須賀 常雄 元琉球大学農学部 教授 

松井 正文 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授 

  

＜環境省＞ 

塚本 瑞天 自然環境局野生生物課  課長 

堀内 洋    自然環境局野生生物課  課長補佐 

山崎 進    自然環境局野生生物課  課長補佐 

中山 直樹   自然環境局野生生物課  登録調査係長 

木村 元    自然環境局野生生物課  計画係長 

伊﨑 実那   自然環境局野生生物課  計画係 

 

＜事務局＞ 

佐々木 美貴 日本国際湿地保全連合  事務局長 
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横井 謙一 日本国際湿地保全連合  研究員 

小畑 知未 日本国際湿地保全連合  事務局員 

 

議題 

（１）候補地検討の進め方について（資料１） 

・ この度の検討会では、法律による保護担保措置の有無によらず、科学的な観点からラム

サール条約の国際基準を満たす湿地を幅広く潜在的な候補地として選定する。 

・ この段階で選定された候補地は登録候補地と区別するため、「潜在候補地」とする。 

・ 9 月に「潜在候補地」を公表する予定。 

 

（２）国際基準１～９について（資料２、３） 

・ 海洋の生物地理区分について、瀬戸内海エリアや有明海エリアは特異性があり、独立し

た地理区分とすべきではないか。 

・ 国際基準４についてウミガメ類の産卵数のみで評価してよいのか検討が必要。国際基準

１について、干潟や河川といった湿地タイプはあるが、汽水環境である河口域という湿

地タイプがない。河口干潟とは別に河口域という湿地タイプを加える方がよい。 

・ 海草・海藻藻場の面積基準の考え方については、更なる検討が必要である。 

・ 国際基準７の「湿地の利益」という和訳が分かりにくい。「生態系サービス」の方が適

当ではないか。 

・ 国際基準２の「絶滅のおそれのある生態学的群集」という和訳が分かりにくい。「消滅

の危機に瀕している生態的群集」の方が適当ではないか。 

・ 国際基準１の「干潟」について、「第 7 回自然環境保全基礎調査 浅海域生態系調査（干

潟調査）報告書（2007）」で調査が行われた 157 ヵ所を選定対象とすることと記載され

ているが、WWFJ の報告書（1996）にあげられている湿地もベントスの観点から対象に

する必要がないか検討されたい。 

 

（３）国際基準２、５、６に該当する候補地について（資料４） 

・ 国際基準５や６で取り上げられている諫早湾が堤防の陸側のことであれば、干拓により

状況が常時変化しているため、潜在候補地としてふさわしくなく、取扱いは検討すべき

である。 

・ 北上川河口域はコクガンで基準を満たす可能性がある。 

・ 栃木県南部水田はシギ・チドリ類の生息地として重要であり、水田決議を踏まえてリス

トに加えるべき。 

・ 調査によって地名が異なる場合があり、潜在候補地とする際には整理が必要である。 

・ 海鳥でも評価の対象となっている種があれば検討すべき。特にウミウやアジサシの仲間

などは岩礁域近くを利用する。 
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② 第 2 回検討会 

平成 22 年 7 月 26 日(月) 15:00～17:30 

中央区堀留区民館１・２会議室 

（東京都中央区日本橋堀留町１丁目１番１号） 

 

議事次第 

１．開会 

２．議事 

（１） 国際基準１～９に基づく候補地の選定方法について 

（２） 選定方法見直し後の基準別該当湿地（国際基準１～９）について 

（３） 潜在候補地の選定について 

（４） その他 

３．閉会 

 

資料一覧 

資料１  ：第１回検討会における意見と対応方針（案） 

資料２  ：国際基準１～９に基づく候補地の選定方法（案） 

資料３－１：選定方法見直し後の基準別該当湿地（案）（国際基準２） 

資料３－２：       〃             （国際基準５） 

資料３－３：       〃               （国際基準６） 

資料３－４：選定方法見直し後の基準別該当湿地（案）（国際基準１） 

資料３－５：       〃              （国際基準３） 

資料３－６：       〃               （国際基準４） 

資料３－７：       〃               （国際基準７・８） 

資料３－８：       〃              （国際基準９） 

資料４－１：各基準別該当湿地案 

資料４－２：潜在候補地案 

 

参考資料１：ラムサール条約湿地候補地検討の進め方について 

参考資料２：平成 22 年度第１回検討会議事概要 

参考資料３：我が国におけるラムサール条約湿地の要件と 

国際的に重要な湿地を指定するための９つの基準 

参考資料４：陸海域の生物地理区分について 

参考資料５：我が国のラムサール条約湿地 

参考資料６：前回のラムサール条約湿地登録候補地 
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議事概要 

出席者 

＜委員＞ 

呉地 正行 日本雁を保護する会 会長 

小林 聡史 釧路公立大学経済学部 教授 

新庄 久志 釧路国際ウェットランドセンター 主任技術委員 

鈴木 孝男 東北大学大学院生命科学研究科 助教 

辻井 達一 財団法人 北海道環境財団 理事長 （座長） 

中須賀 常雄 元琉球大学農学部 教授 

林 正美 埼玉大学教育学部 教授 

細谷 和海 近畿大学農学部 教授 

松井 正文 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授  

 

＜環境省＞ 

塚本 瑞天 自然環境局野生生物課           課長 

堀内 洋 自然環境局野生生物課       課長補佐 

山崎 進 自然環境局野生生物課       課長補佐 

中山 直樹 自然環境局野生生物課       登録調査係長 

木村 元 自然環境局野生生物課       計画係長 

伊﨑 実那 自然環境局野生生物課       計画係 

 

＜事務局＞ 

佐々木 美貴 日本国際湿地保全連合      事務局長 

横井 謙一 日本国際湿地保全連合      研究員 

小畑 知未 日本国際湿地保全連合      事務局員 

 

議題 

（１） 国際基準 1～9 に基づく候補地の選定方法について＜資料 1、2＞ 

＜基準２について＞ 

・ 環境省のレッドリスト掲載種のうち日本の固有種についてはリストに加えるべきでは

ないか。 

・ ＩＵＣＮのレッドリスト掲載種と環境省のレッドリスト掲載種について、「および」を

「または」とすべきである。昨今、様々な分類群で地域固有の遺伝子を持つ集団の存在

が明らかになってきていることや、昆虫については、ＩＵＣＮのリストが日本の現状を

反映していないことなども鑑み、保全の観点から、日本のレッドリストを重視されたい。 

・ 現状では「かつ／または」とし、細かな調整については今後検討するべきではないか。 

・ 基本的には、多くの湿地をリストに入れ、現状によって定期的に見直すべきではないか。 
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・ 日本の固有種は、国際的な重要性を主張できるが、日本以外にも生息している種につい

ては、生物地理学的にみて日本の集団が国際的に重要かどうかが問題である。 

・ 作業としては難しい点もあるので、座長扱いとして整理する。 

 

（２）選定方法見直し後の基準別該当湿地（国際基準 1～9）について＜資料 3－1～3－8

＞ 

・ 河口域の湿地タイプについて、河口域は立派だが干潟がないような場所は、河口干潟の

選定から外れるため、前回検討会で河口域という湿地タイプを設けるよう提案した。よ

って、汽水域の広がりを目安にして潜在候補地を検討するべき。 

・ 各分類群の専門家は、ラムサール条約の対象となる生物の生息地を具体的に考えて潜在

候補地を検討されていると思われるため、その対象生物の生息地をより詳細に確認し、

潜在候補地を検討するべきである。 

 

（３）潜在候補地の選定について＜資料 4－1、4－2＞ 

・ 仙台湾および仙台海浜（松島湾、蒲生干潟、井戸浦潟、広浦、鳥の海など）は、蒲生干

潟、井戸浦潟、広浦、鳥の海などを削除し、松島湾とすべきである。 

・ 陸奥湾（大湊湾、原別海岸、小湊浅所海岸、青森湾東岸）は、範囲が広すぎるので、重

要な干潟である小湊浅所や大湊湾を分けるべきである。 

・ 河口、河川、周辺等に係る表記等は、それぞれの潜在候補地の資質をよく勘案したほう

がよい。 

・ 水田決議が反映されていない。既存候補地の周辺水田等を登録範囲に追加するなどし、

水田の登録を検討するべき。また、既存登録地についても水田部分の拡張を検討するべ

き。 

・ トキについては、19 羽のうち、今年ふ化に至らなかったが、６つがいの営巣が確認さ

れた。繁殖行動をとっている。コウノトリ同様に安定的な繁殖が見られるようになった

際は、今後リストに追加するべき。 

・ 潜在候補地の地名の使い方や、スケールについては統一するべき。 

・ 将来潜在候補地リストをもとに、実際の登録を進める際には、地元の意見等も踏まえた

上で名称を決定する方が良い。 

・ 瀬戸内海についても有明海と同様に海域の特殊性に留意して、大きなくくりとして考え

た方が良い。 

 

（４）その他 

・ 今回の検討会を踏まえて、8 月 15 日までに、先生方のご意見を事務局に送ってもらい、

潜在候補地のリストを修正する。 
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③ 第 3 回検討会 

平成 22 年 8 月 24 日(火) 15:00～17:00 

協働ステーション中央 会議室 

（東京都中央区日本橋小伝馬町５－１ 十思スクエア２Ｆ） 

 

議事次第 

１．開会 

２．議事 

（１） 潜在候補地の選定について 

（２） 既登録湿地の周辺水田について 

（３） その他 

３．閉会 

 

資料一覧 

資料１  ：第２回検討会における意見と対応方針 

資料２  ：国際基準１～９に基づく候補地の選定方法 

資料３  ：絶滅のおそれのある日本固有種数（亜種・変種を含む） 

資料４  ：潜在候補地案 

資料５  ：周辺に水田を有する既登録湿地の例  

 

参考資料１：ラムサール条約湿地候補地検討の進め方について 

参考資料２：平成 22 年度第 1 回・第２回検討会議事概要 

参考資料３：我が国におけるラムサール条約湿地の要件と 

国際的に重要な湿地を指定するための９つの基準 

参考資料４－１：基準別該当湿地（案）（国際基準２） 

参考資料４－２：基準別該当湿地（案）（国際基準６） 

参考資料５：潜在候補地位置図（模式図） 

 

議事概要 

出席者 

＜委員＞ 

呉地 正行 日本雁を保護する会 会長 

小林 聡史 釧路公立大学経済学部 教授 

鈴木 孝男 東北大学大学院生命科学研究科 助教 

辻井 達一 財団法人 北海道環境財団 理事長 （座長） 

中須賀 常雄 元琉球大学農学部 教授 
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林 正美 埼玉大学教育学部 教授 

細谷 和海 近畿大学農学部 教授 

 

＜環境省＞ 

亀澤 玲治 自然環境局野生生物課           課長 

堀内 洋       同          課長補佐 

中山 直樹             同          登録調査係長 

伊﨑 実那             同          計画係 

 

＜事務局＞ 

佐々木 美貴 日本国際湿地保全連合      事務局長 

横井 謙一       同         研究員 

小畑 知未       同         事務局員 

 

議題 

（１） 潜在候補地の選定について 

・ 希少種の生息地については、地方自治体や地元の自然保護団体等と調整を行ったうえで

潜在候補地リストへの掲載および公表の可否を検討する必要がある。 

・ 条約登録時の湿地の名称は地元自治体等と協議した上で、国際的な重要性をアピールで

きる名称を検討されたい。 

・ ダム湖等の人工構造物を含む湿地については、ラムサール条約湿地としてふさわしいか

をこれまでの整備等の背景を踏まえて検討する必要がある。 

・ 国際基準 6（1%基準）について、ヒシクイのデータは亜種等を含んだ個体数として表記

されていると思われるため、確認されたい。 

・ 東京湾、有明海、奄美大島、西表島など、細分化されている湿地は整理統合を検討され

たい。また、分割すべき湿地についても整理し、検討されたい。 

・ 有識者から推薦された湿地について、潜在候補地とならなかった湿地についても、推薦

があったことを環境省のホームページで公表されたい。 

 

（２） 既登録湿地の周辺水田について 

・ 既存登録湿地の拡張と一体的に保全すべき周辺水田の範囲については、水鳥や魚類など

の生活圏を調査し、検討すべきである。 

・ 琵琶湖周辺の「魚のゆりかご水田」は、内湖が持っていた機能を代替したものである。

優先的に保全を図る必要があるのは琵琶湖の内湖であり、誤解のないよう、表現には留

意されたい。 
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国際基準 1～9 に基づく候補地の選定方法（案） 

 

・・・：H21 年度第２回会議までの変更部分 

下線・取消線：新たに加えた変更部分 

※：留意点 

 

基準 1：適当な生物地理区内に、自然のまたは自然度が高い湿地タイプの代表的、

希少または固有な例を含む湿地がある場合には、その湿地は国際的に重要であ

ると考えることとする。 

１．湿地タイプの代表的な湿地 

面積の狭い「希少または固有な例を含む湿地」で、その周辺に同様の湿地がある場合に

は、いくつかの湿地をまとめて「○○湿地群」、「○○雪田群」、「○○湖沼群」とする。 

 

※陸域については Udvardy の生物地理区分（５区分）、海域については「世界の海洋エコリ

ージョン（ＭＥＯＷ）」の生物地理区分（８区分）を用いて、生物地理区分を代表する湿

地タイプを選定する。 

ただし、各生物地理区分内に分布が限られている（＝希少）又は唯一分布する（＝固

有）湿地タイプがある場合には、面積基準によらずに選定する。 

 

＜湿原＞ 

○原則として、重要湿地５００の「湿地タイプ」に「湿原」、「雪田草原」、「湧水湿地」

が含まれること。 

○一定以上の規模とまとまりを有していること。（第５回自然環境保全基礎調査、湿地調

査において、原則として 200ha 以上（北海道）または 100ha（北海道以外）以上であり、

単一で一定程度のまとまりを有していること。） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

※泥炭地の形成史等に留意する。 

○湿原に保護区が重複すること。 

※湿原のタイプ（高層湿原、低層湿原、中間湿原）のバランスに留意する。 

 

＜河川＞ 

○原則として、重要湿地５００の「湿地タイプ」に「河川」が含まれること。 

○河川が主な選定対象であること。 

○一定以上の規模を有していること（原則として長さ 5km 以上）。 

○高い自然性を有していること 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

○河川に保護区が重複すること。 

資料３ 
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 ＜湖沼＞ 

○原則として、重要湿地５００の「湿地タイプ」に「湖沼」、「潟湖（潟湖干潟を除く）」

が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること（原則として 500ha 以上）。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

○湖沼に保護区が重複すること。 

○人工護岸が少ないなど、高い自然性を有していること 

★人工湖岸率が 50%未満（第４回自然環境保全基礎調査、湖沼調査）であること。 

※地域バランスに留意する。 

 

 ＜地下水系（カルスト地形）・湧水地＞ 

○原則として、重要湿地５００の「湿地タイプ」に「地下水系」、「湧水地」、「湧水」が

含まれること。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと。 

○各生物地理区分で最大規模を有すること。 

○地下水系、湧水地に保護区が存在すること。 

 

 ＜塩性湿地＞ 

○原則として、重要湿地５００の「湿地タイプ」に「塩性湿地」が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

○塩性湿地に保護区が重複すること。 

 

 ＜マングローブ湿地林＞ 

＜事務局からの提案＞ 

○原則として、重要湿地５００の「生物群」に「マングローブ林」が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること。（第５回自然環境保全基礎調査、海辺調査において

原則として 100ha 以上） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

○マングローブ林内に保護区が重複すること。 

 

 ＜干潟＞ 

○原則として、重要湿地５００の「湿地タイプ」に「干潟」、「河口干潟」、「潟湖干潟」、

「前浜干潟」、「入江干潟」等「砂浜」、「浅海域」が含まれるか、第７回自然環境保全基

礎調査（干潟調査）」の対象干潟１５７カ所に含まれていること。 

○一定以上の規模を有していること（第４回自然環境保全基礎調査、干潟調査で原則と
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して 10ha 以上）。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないか、選定基準②・④以外の条件に合致することが第７回自然環境保全基

礎調査（干潟調査）で認められることこと。 

○干潟に保護区が重複すること。 

 

 ＜藻場＞ 

＜事務局からの提案＞ 

○原則として、重要湿地５００の「生物群」に「海草」または「海藻」が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること（第４回自然環境保全基礎調査、藻場調査または第

５回自然環境保全基礎調査、海辺調査で海草・海藻藻場ともに原則として 51000ha 以上）。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと。 

○藻場に保護区が重複すること。 

 

 ＜サンゴ礁＞ 

○原則として、重要湿地５００の「生物群」に「サンゴ」が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること。（第４回自然環境保全基礎調査、サンゴ礁調査にお

いて、当該湿地付近のサンゴ礁面積が原則として 50ha 以上） 

○サンゴ礁に保護区が重複すること。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと。 

※非サンゴ礁域及びサンゴ礁域において代表的なサンゴ礁を選定（面積及び被度で評価） 

 

２．希少または固有な例を含む湿地 

 ★植生、地質、土壌の観点から「代表的、希少または固有な例を含む湿地」を選定する。

例：多雪地帯の限定された分布のナガバナモウセンゴケ、塩性湿地のアッケシソウや 

シチメンソウ群落、貧栄養的な湿地、超塩基性岩の湿地など。 

 ★キタサンショウオ、イイジマルリボシヤンマ、オショロコマのような、氷河期の遺存

種のように生物学的貴重種の視点から、候補地を選定する。 

 

基準 2：絶滅危惧種危急種、絶滅危惧種または近絶滅種と特定された種（絶滅危

惧Ⅰ類・Ⅱ類に該当）、または絶滅のおそれのある生態学的群集を支えている場

合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○ＩＵＣＮの「深刻な危機絶滅寸前(ＣＲ)」、「絶滅危機(ＥＮ)」、「危急(ＶＵ)」のいず

れかで、かつ環境省レッドリストの「絶滅危惧 I類（ＣＲ＋ＥＮ）」、「絶滅危惧 IＡ類（Ｃ

Ｒ）」、「絶滅危惧 IＢ類（ＥＮ）」、「絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）」のいずれかを満たす種。 

○繁殖地や越冬地等として生活史の特定の段階で安定的に絶滅危惧種や絶滅のおそれの

ある生物学的群集を支えていること。 

※野生復帰をした種についても対象とする 
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基準 3：特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群

を支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、種が豊富であ

る、固有種の多い、特殊な環境条件に適応した種の相当な割合を有しているなど、生物

地理区における生物多様性の維持に重要な個体群を支えていることが明らかな湿地基準

３にあてはまると回答があった湿地 

○湿地に保護区が重複すること 

★「絶滅のおそれのある地域個体群（ＬＰ）」の取り扱いが要検討。 

※陸域については Udvardy の生物地理区分（５区分）、海域については「世界の海洋エコ

リージョン（ＭＥＯＷ）」の生物地理区分（８区分）を用いる。 

 

基準 4：生活環の重要な段階において動植物種を支えている場合、または悪条件

の期間中に動植物種に避難場所を提供している場合には、その湿地は国際的に

重要であると考えることとする  

○原則として、重要湿地５００の選定基準⑤（生物の生活史の中で一定以上の規模を有

していること）によって選定されている湿地 

○アカウミガメ、アオウミガメの産卵数が多いものを評価 

○専門家に対するアンケートにおいて、★ウミガメ、鳥類、魚介類以外の渡り性・移動

性回遊する生物が、餌場や産卵などので利用で重要であることする事が明らかな湿地。

湿地を候補地として検討する。（専門家に対するアンケート等） 

 

 

基準 5：定期的に２万羽以上の水鳥を支える場合には、その湿地は国際的に重要

であると考えることとする。  

○原則として、重要湿地 500 にあり、環境省モニタリングサイト１０００ガン・カモ類

生息調査及び全国ガンカモ一斉調査において、過去５年のうち間３年以上のガン・カモ

類の渡来数が 2万羽以上の湖沼等 

○渡りの時期に基準を満たしている湿地 

 

 

基準 6：水鳥の一の種または亜種の個体群において、個体数の１％を定期的に支

えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。  

○原則として、重要湿地 500 にあり、環境省モニタリングサイト１０００ガン・カモ類

生息調査、シギ・チドリ類調査、全国ガンカモ一斉調査等において、ガン・カモ類、シ

ギチドリ類、ツル類等で過去５年のうち３年以上個体数の１％以上を定期的に支えてい

る湿地 
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基準 7：固有な魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の亜種、種、または科、生活

史の一段階、種間相互作用、湿地の利益もしくは価値を代表する個体群の相当

な割合を維持しており、それによって世界の生物多様性に貢献している場合に

は、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。  

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、魚種の１割が固

有種である場合など、固有な魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の亜種、種、または科の

相当な割合を支える基準７にあてはまると回答があったことが明らかな湿地 

○湿地に保護区が重複すること 

 

 

基準 8：魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の重要な餌場であり、産卵場、稚魚

の成育場であり、または湿地内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路

となっている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、魚介類（甲殻

類、軟体類等を含む）の重要な餌場であり、産卵場、稚魚の成育場であり、または湿地

内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっていることが明らかな湿地基準

８にあてはまると回答があった湿地 

○湿地に保護区が重複すること 

 

 

基準 9：鳥類以外の湿地に依存する動物種または亜種の個体群で、その個体数の

１％を定期的に支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考える

こととする。  

＜事務局からの提案＞ 

○★原則として重要湿地 500 にあり、入っていること。専門家に対するアンケートにお

いて、爬虫類、両生類、魚介類又は水生昆虫等が生息する唯一の湿地か（繁殖地や産卵

地を含む）、大部分が生息することが明らかな湿地 

★繁殖地や産卵地などが限定的な種や亜種、生息地が特定の地域に集中している種や亜

種（ウミガメ、サンショウウオ、水生昆虫など）の生息地であること。 

★湿地に保護区が重複していること。 

 

 

水田の登録について： 

※★国際基準 21～9 を満たす水田については候補地とすることを検討するとともに、既

存登録湿地及び候補地の周辺水田に着目し区域の拡張を検討する。 

 参考：周辺に水田がありながら、登録面積に含まれていないものが、既存条約湿地のう

ち 15 箇所ある。その中から候補となりうるものを、積極的に検討する。 
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候補地のグループ化について： 

 ※規模の小さい湿地で、その周辺に同様の湿地がある場合にはいくつかの湿地をまとめ

て「湿地群」等とする。また、生態系の構成要素を一体的に登録する必要がある湿地や

渡り鳥のネットワーク等の観点から相互に関係のある湿地については整理統合すること

を検討する。 
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Code Province or Ecoregion name Principle sources Secondary sources Also informed by
Prov Cold Temperate Northwest Pacific MEOW Banks et al. 2000

45 Sea of Okhotsk Briggs 1974, LME 2006
47 Oyashio Current LME 2006 Briggs 1974
48 Northeastern Honshu MEOW Jilan and Lobanov 1998 Kishi et al. 2006, Briggs 1974
49  Sea of Japan LME 2006 Briggs 1974

Prov Warm Temperate Northwest Pacific Briggs 1974 Kishi et al. 2006, Briggs 1974
51 Central Kuroshio Current Omori et al. 2004)
52 East China Sea LME 2006

Prov South Kuroshio Green and Mous 2006
121  South Kuroshio As above

Prov Tropical Northwestern Pacific Myers 1999, Allen 2002, Allen in litt, 2006 Myers 1999 Springer 1982
122  Ogasawara Islands Myers 1999, Allen 2002

Spalding et al 2007 Marine Ecoregions of the World - Sources

85



 

86



 

87



88

Owner
長方形

ONKYO-destop
テキストボックス
88



89

Owner
長方形

ONKYO-destop
テキストボックス
89



90

Owner
長方形

ONKYO-destop
テキストボックス
90



91

Owner
長方形

ONKYO-destop
テキストボックス
91



, ha

92

Owner
長方形

Owner
長方形



93

Owner
長方形

ONKYO-destop
テキストボックス
93



94

Owner
長方形



95

k_yokoi
テキストボックス
●　第2回検討会配布資料



96



97



98



国際基準 1～9 に基づく候補地の選定方法（案） 

 

下線・取消線：新たに加えた変更部分 

※：留意点 

 

 

基準 1：適当な生物地理区内に、自然のまたは自然度が高い湿地タイプの代表的、

希少または固有な例を含む湿地がある場合には、その湿地は国際的に重要であ

ると考えることとする。 

 

※陸域については Udvardy の生物地理区分（5 区分）、海域については「世界の海洋エコリ

ージョン（MEOW）」の生物地理区分（8 区分）を用いて、生物地理区分を代表する湿地タ

イプを選定する（瀬戸内海及び有明海の特殊性に留意する）。 

※ただし、各生物地理区分内に分布が限られている（＝希少）又は唯一分布する（＝固有）

湿地タイプがある場合には、面積基準によらずに選定する。 

 

＜湿原＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「湿原」、「雪田草原」、「湧水湿地」が

含まれること。 

○一定以上の規模とまとまりを有していること。（第５回自然環境保全基礎調査、湿地調

査において、原則として 200ha 以上（北海道）または 100ha（北海道以外）以上であり、

単一で一定程度のまとまりを有していること。） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

※泥炭地の形成史等に留意する。 

※高層湿原、低層湿原、中間湿原のバランスに留意する。 

 

＜河川＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「河川」が含まれること。 

○河川が主な選定対象であること。 

○一定以上の規模を有していること（原則として長さ 5km 以上）。 

○高い自然性を有していること 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

 

 ＜湖沼＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「湖沼」、「潟湖（潟湖干潟を除く）」が

含まれること。 

○一定以上の規模を有していること（原則として 500ha 以上）。 

資料２ 
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○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

○人工護岸が少ないなど、高い自然性を有していること 

※地域バランスに留意する。 

 

 ＜地下水系（カルスト地形）・湧水地＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「地下水系」、「湧水地」、「湧水」が含

まれること。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと。 

○各生物地理区分で最大規模を有すること。 

 

 ＜塩性湿地＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「塩性湿地（河口域以外）」が含まれる

こと。 

○一定以上の規模を有していること。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

 

 ＜マングローブ湿地＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「生物群」に「マングローブ林」が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること。（第５回自然環境保全基礎調査、海辺調査において

原則として 100ha 以上） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

 

＜河口域＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「河口干潟」又は「塩性湿地（河口域）」

が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り

鳥）のみでないこと。 

 

 ＜干潟＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「湿地タイプ」に「干潟」、「河口干潟」、「潟湖干潟」、「前

浜干潟」、「入江干潟」等が含まれるか、第７回自然環境保全基礎調査（干潟調査）」の

対象干潟１５７カ所又は「日本における干潟海岸とそこに生息する底生生物の現状」

の「干潟をもつ各地域の現状」の対象干潟に含まれていること。 

○一定以上の規模を有していること（第４回自然環境保全基礎調査、干潟調査で原則と

して 10ha 以上）。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）又は選定基準④（渡り
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鳥）のみでないか、選定基準②・④以外の条件に合致することが第７回自然環境保全

基礎調査（干潟調査）又は「日本における干潟海岸とそこに生息する底生生物の現状」

で認められること。 

 

 ＜藻場＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「生物群」に「海草」または「海藻」が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること（第４回自然環境保全基礎調査、藻場調査または第

５回自然環境保全基礎調査、海辺調査で海草・海藻藻場ともに原則として 500ha 以上）。 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと。 

 

 ＜サンゴ礁＞ 

○原則として、重要湿地 500 の「生物群」に「サンゴ」が含まれること。 

○一定以上の規模を有していること。（第４回自然環境保全基礎調査、サンゴ礁調査にお

いて、当該湿地付近のサンゴ礁面積が原則として 50ha 以上） 

○選定理由が重要湿地 500 の選定基準②（希少種等の生育生息）のみでないこと。 

※非サンゴ礁域及びサンゴ礁域において代表的なサンゴ礁を選定（面積及び被度で評価） 

 

 

基準 2：絶滅危惧種と特定された種（絶滅危惧Ⅰ類・Ⅱ類に該当）、または消滅

の危機に瀕している絶滅のおそれのある生物態学的群集を支えている場合には、

その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○ＩＵＣＮの「深刻な危機(ＣＲ)」、「危機(ＥＮ)」、「危急(ＶＵ)」のいずれかで、かつ

環境省レッドリストの「絶滅危惧 I類（ＣＲ＋ＥＮ）」、「絶滅危惧 IＡ類（ＣＲ）」、「絶

滅危惧 IＢ類（ＥＮ）」、「絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）」のいずれかを満たす種。 

○繁殖地や越冬地等として生活史の特定の段階で安定的に絶滅危惧種や絶滅のおそれの

ある生物学的群集を支えていること。 

※野生復帰をした種についても対象とする 

  

 

基準 3：特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物種の個体群

を支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、種が豊富であ

る、固有種の多い、特殊な環境条件に適応した種の相当な割合を有しているなど、生

物地理区における生物多様性の維持に重要な個体群を支えていることが明らかな湿地 

※陸域については Udvardy の生物地理区分（5 区分）、海域については「世界の海洋エコ

リージョン（MEOW）」の生物地理区分（8 区分）を用いる（瀬戸内海及び有明海の特殊

性に留意する）。 
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基準 4：生活環の重要な段階において動植物種を支えている場合、または悪条件

の期間中に動植物種に避難場所を提供している場合には、その湿地は国際的に

重要であると考えることとする  

○原則として、重要湿地 5００の選定基準⑤（生物の生活史の中で一定以上の規模を有し

ていること）によって選定されている湿地 

○アカウミガメ、アオウミガメの産卵数が多い等、生活環の重要な段階においてアカウ

ミガメ、アオウミガメを支えているものを評価 

○専門家に対するアンケートにおいて、ウミガメ、鳥類、魚介類以外の渡り性・移動性

生物が、餌場や産卵などの利用で重要であること事が明らかな湿地。 

 

 

基準 5：定期的に２万羽以上の水鳥を支える場合には、その湿地は国際的に重要

であると考えることとする。  

○環境省モニタリングサイト 1000 ガンカモ類調査及び全国ガンカモ一斉調査において、

過去 5年のうち 3年以上ガンカモ類の渡来数が 2万羽以上の湖沼等 

 

 

基準 6：水鳥の一の種または亜種の個体群において、個体数の１％を定期的に支

えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。  

○環境省モニタリングサイト 1000 ガンカモ類生息調査、シギ・チドリ類調査、全国ガン

カモ一斉調査等において、ガンカモ類、シギチドリ類、ツル類等で過去 5 年のうち 3

年以上個体数の 1％以上を定期的に支えている湿地 

 

 

基準 7：固有な魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の亜種、種、または科、生活

史の一段階、種間相互作用、湿地の恩恵湿地の利益もしくは価値を提供代表す

る個体群の相当な割合を維持しており、それによって世界の生物多様性に貢献

している場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。  

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、魚種の 1 割が

固有種である場合など、固有な魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の亜種、種、また

は科の相当な割合を支えることが明らかな湿地 

 

 

基準 8：魚介類（甲殻類、軟体類等を含む）の重要な餌場であり、産卵場、稚魚

の成育場であり、または湿地内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路

となっている場合には、その湿地は国際的に重要であると考えることとする。 

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、魚介類（甲殻

類、軟体類等を含む）の重要な餌場であり、産卵場、稚魚の成育場であり、または湿

地内もしくは湿地外の漁業資源が依存する回遊経路となっていることが明らかな湿地 
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基準 9：鳥類以外の湿地に依存する動物種または亜種の個体群で、その個体数の

１％を定期的に支えている場合には、その湿地は国際的に重要であると考える

こととする。  

○原則として重要湿地 500 にあり、専門家に対するアンケートにおいて、爬虫類、両生

類、魚介類又は水生昆虫等が生息する唯一の湿地か（繁殖地や産卵地を含む）、大部分

が生息することが明らかな湿地 

 

 

 

 

水田の登録について： 

※国際基準 2～9を満たす水田については候補地とすることを検討するとともに、既存登

録湿地及び候補地の周辺水田に着目し区域の拡張を検討する。 

 参考：周辺に水田がありながら、登録面積に含まれていないものが、既存条約湿地のう

ち 15 箇所ある。その中から候補となりうるものを、積極的に検討する。 

 

 

候補地のグループ化について： 

 ※規模の小さい湿地で、その周辺に同様の湿地がある場合にはいくつかの湿地をまとめ

て「湿地群」等とする。また、生態系の構成要素を一体的に登録する必要がある湿地

や渡り鳥のネットワーク等の観点から相互に関係のある湿地については整理統合する

ことを検討する。 
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選定方法見直し後の基準別該当湿地案（国際基準３・ヒアリング結果）

分類群 湿地名 都道府県 選定理由

猿払原野湖沼群 北海道 北海道の腐食栄養湖沼の水生植物相の典型

根室湿原群（南部沼、オンネ沼、長節沼等） 北海道
ネムロコウホネ、沈水性ヒルムシロ属等水草の種の多様性が高く、道東本来の湖沼の水
生植物相が残る

十勝川水系河跡湖群及び十勝海岸湖沼群 北海道
河跡湖が多数残り、河跡湖に特有な水生植物の種の多様性が高い。河口域に隣接する
湖沼群も自然性が高く、これらを含めて指定することが望ましい。

八幡平湖沼群 岩手県 貧栄養水域性の水生植物や周極要素の水生植物が隔離分布する場として重要

渡良瀬遊水池
茨城県、群馬県、
栃木県、埼玉県

トネハナヤスリ、タチスミレ等の環境省レッドリスト掲載種約50種を含む700種以上の豊富
な植物種が成育する湿地で、関東地方における低湿地の代表例

東海丘陵湧水湿地群（矢並湿地等）
愛知県、岐阜県、
三重県等

第三紀周北要素、ゴンドワナ大陸起源、東海地方で適応進化固有種を含む東海丘陵要
素植物が成育する代表的な湿地

能登半島ため池群 石川県 水生植物の種の多様性が高い

中池見湿地 福井県
オオアカウキクサ、サンショウモ等の水田耕作と結びついた多くの希少な水生植物が生育
している。攪乱依存種のみでなく湧水に成育する湿性植物が混在し、植物の種の多様性
が高い

円山川下流域 兵庫県 河川の氾濫原に依存したミズアオイ等の水草相が良好な状態で残っている

北播磨地域ため池群 兵庫県 ため池を中心に良好な水生植物群落が成立。絶滅危惧種も多くの池に生育している。

世羅台地の湧水湿地・ため池群 広島県
水辺や水中に絶滅危惧種を含む多様な植生が成立。植物地理的にも隔離分布する特異
な植物相が見られる。

家田・川坂湿原 宮崎県 オヒルムシロ等の北方系の水生植物の南限。湧水環境が豊富な植物相を支えている。

知床半島東部沿岸
※知床半島全域

北海道 種の多様性が高い。コンブ、その他海藻は暖寒両系から成り、生態的景観に優れる。

厚岸湾 北海道
種の多様性、規模ともに最大。海洋条件の異なる場所に応じた各種コンブ目が豊富に生
育し、生態的景観に極めて優れる。寒流系コンブ類の多様性が見られる典型的海域。

志津川湾 宮城県
寒海性コンブ目と暖海性コンブ目が共存する海域の代表的な藻場として貴重である。アラ
メ群落の北限に近い。

伊豆半島南東部（白浜～田牛）沿岸 静岡県下田市
大規模な海中林。コンブ目やホンダワラ科主体の海藻群落。マメタワラ、アラメ、カジメな
どが生育。

志摩半島南部沿岸（大王町～南島） 三重県
サガラメ、カジメ、オオバノコギリモクなどの海中林。ナガシマモク、ヘラナラサモも生息。
最大規模のネジモク群落。マクサも生息。1年生アマモ、ツルモも見られる。

隠岐島周辺沿岸 島根県
ガラモ場、海中林を中心とした大規模な藻場で種多様性が高く、希少種も多い。クロキヅ
タ（国の天然記念物）やホソエガサ（絶滅危惧種）の生育地。地域住民の海への関心も高
い。

宇和海島嶼部周辺沿岸 愛媛県
瀬戸内海側と太平洋側の海洋変動を受けやすい。多様なホンダワラ類が混成している。
クロメ場、ガラモ場などと混在し、地先の生物多様性が高い。

筑前大島・地ノ島周辺沿岸 福岡県 玄界灘には各地で大規模な藻場が見られるが、最大規模の海中林。

甑島
コ シ キ

周辺沿岸（海鼠
ナ マ コ

池、貝池を含む） 鹿児島県 海鼠池は陸封された海水湖として希少性が高い。マメタワラ類似種が生育するとされる。

中城湾 沖縄県 泡瀬干潟にはクビレミドロ(絶滅危惧種）が生育。イソスギナも生育。

川平
カ ピ ラ

湾、米原地先沿岸 沖縄県
ホンダワラ属、シマテングサ、カタメンキリンサイ、リュウキュウオゴノリ（絶滅危惧種）の生
育地。

名蔵
ナ グ ラ

湾および名蔵川集水域 沖縄県

マングローブ、干潟、海草藻場、海藻藻場、サンゴ礁リーフの全てが見られ、かつ連続す
る「熱帯性湿地」として日本で唯一。この規模として最も高緯度。海藻群落は熱帯性海藻
で構成されており、沖縄本島とも異なる。リュウキュウオゴノリ（絶滅危惧種）も生育。海草
のウミショウブも生育。

　植物

　

　　海藻

資料３－５
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分類群 湿地名 都道府県 選定理由

サロマ湖 北海道 日本最大の潟湖性アマモ場。広大なアマモ群落。

能取湖 北海道
スゲアマモの広大な藻場で、分布は湖内の西岸。スゲアマモの単純群落では国内最大、
その他、アマモ、コアマモの群落がある。

厚岸湾 北海道
大黒島、小島（外海域）アイニンカップ岬の周辺海域およびアイカップ岬の沿岸域。国内最
大のオオアマモの単純群落が見られる唯一の場所。スガモ、アマモも生育する。既にラム
サール条約湿地に登録されている厚岸湖と生態系が連続的につながる。

陸中リアス海岸の湾奥沿岸湿地群（宮古湾、山田
湾、船越湾、大槌湾、釜石湾など）

岩手県 世界一長いタチアマモ、南限と思われるオオアマモが分布。

七尾湾 石川県
日本海内湾の大規模アマモ場（日本海では数少ない内湾性環境）。スゲアマモの分布最
南端（アマモ・スゲアマモ）。ウミヒルモの分布北限。

東京湾の干潟・浅瀬（富津干潟） 千葉県
富津地先沿岸は東京湾最大のアマモ場（アマモ・コアマモ）。長期変動に関する知見多数
あり。

浜名湖 静岡県
1年生アマモ場と多年生アマモ場が共存する貴重な湿地。本州太平洋岸中部の潟性湖ア
マモ場の典型。

安芸湾三津口 広島県
瀬戸内海でも非常に自然度が高く残存したアマモ場。特に生野島月ヶ浦のアマモ場は小
さいながらも健全性が高い。

鹿児島湾（桜島漁港・浜町・鴨池港・生見のアマモ場
群落、重富海岸、天降川河口、喜入町メヒルギ林湿
地、岩崎川、鈴川、米倉川など）

鹿児島県 南限のアマモ場。1年生で変動が激しいため、広域での指定が必要。

西表島南西部海域および河口域（崎山湾など） 沖縄県 自然度の非常に高い熱帯性海草藻場。ウミショウブの純群落。

種子島のマングローブ林（湊川） 鹿児島県 メヒルギ林が発達し生態系として貴重、自然分布北限の可能性有

種子島のマングローブ林（大浦川） 鹿児島県
ラグーン内に樹高１ｍにも達しないメヒルギ群落が広く生育、このような群生は日本で唯
一

住用湾流入河川および河口部（城内海） 鹿児島県
マングローブ樹種の希少分布地。マングローブ林の地理的希少分布地。住用・役勝マン
グローブ林と一緒に含めて多様性の高い生態系

住用湾流入河川および河口部（住用川） 鹿児島県
マングローブ樹種の希少分布地。マングローブ林生態系の多様性が高い。発達したメヒ
ルギ林と良好なるマングローブ生態系

住用湾流入河川および河口部（役勝川） 鹿児島県
メヒルギ、オヒルギ、サキシマスオウノキ、シマシラキの生育地。マングローブ樹種の希少
分布地。発達したメヒルギ林があり、マングローブ林生態系の多様性が高い。

東村の慶佐次マングローブと流入河川 沖縄県
メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギの生育地。マングローブ樹種の希少分布地。マング
ローブ林の地理的希少分布地。マングローブ林（生態系）の代表的・固有的な分布地。マ
ングローブ林生態系の多様性が高い。

仲間川 沖縄県
メヒルギ、オヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギダマシ、ヒルギモドキ、マヤプシキの生育地。
マングローブ樹種の希少分布地。マングローブ林の地理的希少分布地。マングローブ林
（生態系）の代表的・固有的な分布地。マングローブ林生態系の多様性が高い。

浦内川 沖縄県
マングローブ樹種の希少分布地。マングローブ林の地理的希少分布地。マングローブ林
（生態系）の代表的・固有的な分布地。干潟、マングローブ林、湿地、海岸から陸上生態
系へと多様性が高い。更に河川生態系、奥地森林生態系と多様性が特に高い

ヤンバルの渓流域 沖縄県
ナミエガエル、ハナサキガエル、イシカワガエル、ホルストガエル等の日本固有種を含む
両生は虫類にとって重要な生息地

於茂登岳の渓流・湿地 沖縄県
コガタハナサキガエル、オオハナサキガエル等の日本固有種を含む両生は虫類にとって
重要な生息地

父島・母島の河川 東京都
オガサワラヨシノボリの主要産地。オガサワラカワニナ、オガサワラヌマエビ等固有種が
生息。

円山川河口域 兵庫県 異なる系統（サケ、イトヨ、メダカ南北集団等）からなる多様な魚類相。

筑後川　（感潮域） 福岡県 アリアケシラウオ、アリアケヒメシラウオ、エツ、ヤマノカミの繁殖地。

有明海周辺
福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県

エツ、アリアケヒメシラウオ、ムツゴロウ、タビラクチ、ハゼクチ、ワラスボ、ヤマノカミなど大
陸性魚類の生息地。

住用川
※役勝川も含む 鹿児島県

キバラヨシノボリ、リュウキュウアユの生息地。河口域にはマングローブ林が広がり、希少
ハゼ科魚類も生息。

ヤンバル河川群
※数久田川、源河川、汀間川、大浦川など

沖縄県
キバラヨシノボリ、アオバラヨシノボリ、アヤヨシノボリ、ヒラヨシノボリなどヨシノボリ類固有
種が生息。汀間川、大浦川河口のマングローブ林には、多様な魚類が生息。

西表島の河川
※浦内川、大見謝川、仲間川など

沖縄県
西表島の河川からは400種をこえる魚類が確認されており、種多様性がきわめて高い。ま
た、絶滅のおそれのある汽水・淡水魚は51種が分布し、魚類相の希少性も高い。なかでも
浦内川は魚種数、絶滅危惧種数ともに最多。

屏風山湿原池沼群 青森県 ゲンゴロウ類を始めとした水生甲虫の希少種が集中分布している。

八幡平周辺湿原群 岩手県、秋田県
冷涼な気候の影響を受け、日本では唯一アラスカやカムチャツカ等に生息するオオメミズ
ムシが生息する他、チシマミズムシ等の北方系の昆虫が生息する。

対馬・浅茅湾 長崎県
入り江が複雑に発達しており、特異な景観を有している。絶滅危惧Ｉ類の沿岸性アメンボ
の一種であるシオアメンボや絶滅危惧Ⅱ類のシロウミアメンボの安定した生息地。オス・メ
ス同型のヒヌマイトトンボも生息。

対馬・田ノ浜 長崎県
地形が急峻で平地の少ない対馬において低湿地の生物相を残す場として重要で、エサキ
アメンボ等の水生昆虫やツシマアカガエル、チョウセンヤマアカガエル等が生息し、ツシマ
ヤマネコの重要な餌場にもなっている。

奄美大島の河川 鹿児島県
エグリタマミズムシ等の固有の水棲昆虫が多いだけでなく、アマミハナサキガエル、イシカ
ワガエル等の固有な両生は虫類も多種が生息している。中流域・下流域まで含めて重
要。

西表の河川 沖縄県
八重山諸島固有の水棲昆虫類が豊富に生息している。
渓流性および湿地性の昆虫が多様で、質・量とも豊富である。

両生・爬虫類

　魚類

　昆虫類

　海草

マングローブ
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分類群 湿地名 都道府県 選定理由

サロマ湖 北海道
エゾタマキビ、キタノオオノガイなど寒流系のベントスが生息する他、重要な漁業資源であ
るホッカイエビがアマモ場に多数生息する。

能取湖 北海道
ベントス相が豊富であり、エゾタマキビ、オオノガイ、ソトオリガイが多産する他、多毛類の
多様性が高い。

根室湾・温根沼 北海道
キタユムシ、アナジャコ、キタイソメが豊富に見られ、ベントスの多様性が高い。また、潮間
帯にウバガイが多産する。

万石浦 宮城県
岸辺に植生帯は少ないものの、干潟に多くのベントスが生息し、ウミニナ、カワアイ、ツブ
カワザンショウなどの他スジホシムシも比較的多く見られる。通水路に近いアサリ漁場で
の多様性が高い。

松島湾 宮城県
内湾の多島海で様々なタイプの干潟が散在する。関東以北ではここにだけイボウミニナ
が生息し、クビキレガイモドキも数カ所で確認された。全体として多様性が高い。

松川浦 福島県
仙台湾沿岸域では最も多様性が高い。カワアイ、ヨシダカワザンショウ等の他、未記載種
のマツカワウラカワザンショウが多産する。他では少なくなったユムシ、スジホシムシ、ツ
バサゴカイが生息する

小櫃川河口・盤洲干潟 千葉県

東京湾がかつてもっていた強内湾系の干潟環境を今に残す唯一の地域であり、ここを分
布の北限とする干潟生物も多い点で、その存在意義は大きい。東京湾内では最も多くの
ベントスが生息しており、自然環境も比較的良く保存されている。クシテガニ、ウモレベン
ケイガニなど十脚類の多様性も高い。

汐川干潟 愛知県
ヒロクチカノコ、イボウミニナ、カワアイ、オカミミガイなどが生息する多様性の高い干潟
で、ベントスの密度も高い。モニ1000干潟調査でも出現種数は多い。

櫛田川河口 三重県

海浜域の砂浜、前浜干潟から、潟湖干潟、河口干潟とすべての干潟地形がセットになっ
て存在する点で価値が高い。多様な生息環境が保持されており、伊勢湾内では最も多様
性が高い。イボウミニナ、オカミミガイなどが見られる他、ヒロクチカノコやワカウラツボの
報告もある。超貴重種であるクマノエミオスジガニが記録される点も貴重である。

吉野川河口 徳島県

有明海が備え持つ強内湾系の大型干潟の特徴を、河口干潟の形態でもっており、そのた
め、シオマネキの生息数は、有明海以外では随一を誇る。砂質から泥質まで多様な環境
が河口域に残されており、ヒロクチカノコ、イボウミニナ、ヨシダカワザンショウ、クリイロコミ
ミガイ、シオマネキ、ハクセンシオマネキ、フタハピンノ等が生息する。種数も多い。

秋穂湾・山口湾 山口県

有明海に次いで、潮の干満差が大きい周防灘一帯の沿岸域で、有明海と同様の多様な
強内湾系生物を多産する貴重な地域である。しかも低潮線付近には広大なアマモ場を擁
し、塩性湿地も豊富であり、瀬戸内海の原風景を残す点で存在価値が高い。瀬戸内海を
含め近隣海域の中では圧倒的に生息種数が多い。シマヘナタリ、オカミミガイ類、センベ
イアワモチ等の他、ミドリシャミセンガイ、ヒガシナメクジウオも見られる。

中津干潟 大分県
シマヘナタリ、クロヘナタリ、ハクセンシオマネキ、オカミミガイ類等が生息する、多様性の
高い干潟。固有種の多さでも無視できない。塩性湿地からアマモ場まで連続性がある。

福岡湾（和白干潟・今津干潟） 福岡県
日本海に面した干潟では最も多様性が高い。出現種数はそれほど多くはないが、ナラビ
オカミミガイ、キヌカツギハマシイノミガイが生息する。

筑後川・沖端川河口 福岡県
多様なベントスが生息し、大陸遺存種も多く見られる。ミドリシャミセンガイ、ムツゴロウ、オ
カミミガイ類、アリアケガニ、アリアケカワゴカイ等が生息する。

六角川河口 佐賀県
有明海最奥部に位置する。アリアケガニ、ムツゴロウ、ヒロクチカノコ、オカミミガイ類、ウミ
マイマイ、クロヘナタリ、シマヘナタリ等が生息し、多様性が高い。

永浦 熊本県
多様な環境が存在し、近隣地域の中では出現種数が多い。ハクセンシオマネキの日本最
大の生息地。

羊角湾 熊本県
羊角湾埋立計画が中止になったため、自然度が高い状態で保持されており、オカミミガイ
類、ヘナタリ類、イボウミニナ等、出現種数も多い。

不知火干潟・大野川 熊本県
大野川の河口にはヨシ原も存在し、ヘナタリ類、ワカウラツボ、ウミマイマイ、ヤベカワモ
チ、シオマネキが生息する他、有明海特産種も出現し、多様性が高い。

屋我地（羽地内海を含む） 沖縄県
大規模な内湾で、ベントス相も多様で豊富である。特に二枚貝類は種数、個体数ともに多
く、腹足類には未記載種も多く出現する。

中城湾（泡瀬・佐敷） 沖縄県 泡瀬干潟は貝類の種数や現存量が大きく、多くの希少な種類が見られる。

宮良湾 沖縄県
前浜干潟の他、河口部には天然記念物のマングローブ林が存在する。オキナワアナジャ
コ、キバアマガイ、オカミミガイ類など多種類が生息する。

川平湾 沖縄県
サンゴ礁から岩礁海岸、砂浜、砂泥底、海草藻場、マングローブと多様な環境が揃ってい
る、多様性の高い地域。ナタマメケボリやヒノマルズキンなど埋在生物と共生するベントス
も確認された。

浦内川河口 沖縄県
広大な河口域にマングローブ林が存在し、魚類の種多様性が高い。トゥドゥマリハマグリ、
キヌメハマシイノミ、コハクオカミミガイ等が産する。

後良川・相良川・前良川河口 沖縄県
マングローブ湿地と河口から前浜に至る広大な干潟では、特に、シオマネキ類やオサガ
ニ類の多様性が高い。

船浦湾 沖縄県
マングローブ林、砂質干潟、海草藻場がいずれも広大で、それぞれに特有のベントスが出
現する、多様性の高い地域。

　底生動物
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選定方法見直し後の基準別該当湿地案（国際基準４・ヒアリング結果）

分類群 湿地名 都道府県 選定理由

小笠原諸島周辺 東京都 アオウミガメの国内最大の産卵地で、一定規模の産卵地では北太平洋で北限

石西礁湖（鳩間島沿岸を含む） 沖縄県
アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイの３種の産卵地。西部太平洋におけるアオウミ
ガメ、タイマイの幼体の主要な索餌・生育海域。

西表島南西部海域・河口域 沖縄県
南西諸島で最も高密度にアオウミガメが産卵する砂浜を有し、その後背地の自然
も健全な状態に保たれている。陸域から海域への連続した自然は貴重である。

　ウミガメ

資料３－６
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選定方法見直し後の基準別該当湿地案（国際基準９・ヒアリング結果）

分類群 湿地名 都道府県 選定理由

諏訪湖 長野県
メガネサナエの多産地
（確実な多産地は他に琵琶湖のみ）

桶ヶ谷沼・鶴ヶ池 静岡県 ベッコウトンボの本州で唯一の多産地

厳島（宮島） 広島県 ミヤジマトンボの日本唯一の生息地

野依新池 大分県
ベッコウトンボの多産地
（確実な多産地は他に桶ヶ谷沼・鶴ヶ池と藺牟田池のみ）

　
　両生類

隠岐島（島後）の渓流域 島根県 オキサンショウウオ（日本固有種）の唯一の生息地

　昆虫類

資料３－８
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内
に

、
自

然
の

ま
た

は
自

然
度

が
高

い
湿

地
タ

イ
プ

の
代

表
的

、
希

少
ま

た
は

固
有

な
例

を
含

む
湿

地

※
陸

域
に

つ
い

て
は

U
dv

ar
dy

の
生

物
地

理
区

分
（
5
区

分
）
、

海
域

に
つ

い
て

は
「
世

界
の

海
洋

エ
コ

リ
ー

ジ
ョ

ン
（
M

E
O

W
）
」
の

生
物

地
理

区
分

（
8
区

分
）

を
用

い
て

、
生

物
地

理
区

分
を

代
表

す
る

湿
地

タ
イ

プ
を

選
定

す
る

（
瀬

戸
内

海
及

び
有

明
海

の
特

殊
性

に
留

意
す

る
）
。

※
た

だ
し

、
各

生
物

地
理

区
分

内
に

分
布

が
限

ら
れ

て
い

る
（
＝

希
少

）
又

は
唯

一
分

布
す

る
（
＝

固
有

）
湿

地
タ

イ
プ

が
あ

る
場

合
に

は
、

面
積

基
準

に
よ

ら
ず

に
選

定
す

る
。

資
料

４
－

１
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国
際

基
準

番
号

基
準

の
内

容
選

定
時

の
手

順
該

当
湿

地

＜
干

潟
＞

○
原

則
と

し
て

、
重

要
湿

地
5
0
0
の

「
湿

地
タ

イ
プ

」
に

「
干

潟
」
、

「
潟

湖
干

潟
」
、

「
前

浜
干

潟
」
、

「
入

江
干

潟
」
等

が
含

ま
れ

る
か

、
第

７
回

自
然

環
境

保
全

基
礎

調
査

（
干

潟
調

査
）
」
の

対
象

干
潟

１
５

７
カ

所
又

は
「
日

本
に

お
け

る
干

潟
海

岸
と

そ
こ

に
生

息
す

る
底

生
生

物
の

現
状

」
の

「
干

潟
を

も
つ

各
地

域
の

現
状

」
の

対
象

干
潟

に
含

ま
れ

て
い

る
こ

と
。

○
一

定
以

上
の

規
模

を
有

し
て

い
る

こ
と

（
第

４
回

自
然

環
境

保
全

基
礎

調
査

、
干

潟
調

査
で

原
則

と
し

て
1
0
h
a以

上
）
。

○
選

定
理

由
が

重
要

湿
地

5
0
0
の

選
定

基
準

②
（
希

少
種

等
の

生
育

生
息

）
又

は
選

定
基

準
④

（
渡

り
鳥

）
の

み
で

な
い

か
、

選
定

基
準

②
・
④

以
外

の
条

件
に

合
致

す
る

こ
と

が
第

７
回

自
然

環
境

保
全

基
礎

調
査

（
干

潟
調

査
）
又

は
「
日

本
に

お
け

る
干

潟
海

岸
と

そ
こ

に
生

息
す

る
底

生
生

物
の

現
状

」
で

認
め

ら
れ

る
こ

と
。

・
サ

ロ
マ

湖
　

＜
北

海
道

＞
・
根

室
湾

干
潟

　
＜

北
海

道
＞

・
陸

奥
湾

（
小

湊
浅

所
海

岸
)　

＜
青

森
県

＞
・
松

川
浦

　
＜

福
島

県
＞

・
油

谷
湾

　
＜

山
口

県
＞

・
三

河
湾

（
汐

川
干

潟
）
　

＜
愛

知
県

＞
・
有

明
海

（
筑

後
川

河
口

～
矢

部
川

河
口

、
東

与
賀

海
岸

、
六

角
川

河
口

～
塩

田
川

河
口

、
鹿

島
海

岸
、

田
古

里
川

河
口

、
諫

早
湾

、
荒

尾
海

岸
）
お

よ
び

筑
後

川
（
感

潮
域

）
　

＜
福

岡
県

、
佐

賀
県

、
長

崎
県

、
熊

本
県

＞
・
中

津
海

岸
・
宇

佐
海

岸
＜

大
分

県
＞

・
福

岡
湾

（
和

白
干

潟
・
今

津
干

潟
）
　

＜
福

岡
県

＞
・
屋

我
地

（
羽

地
内

海
を

含
む

）
　

＜
沖

縄
県

＞
・
中

城
湾

　
＜

沖
縄

県
＞

＜
藻

場
＞

○
原

則
と

し
て

、
重

要
湿

地
5
0
0
の

「
生

物
群

」
に

「
海

草
」
ま

た
は

「
海

藻
」
が

含
ま

れ
る

こ
と

。
○

一
定

以
上

の
規

模
を

有
し

て
い

る
こ

と
○

選
定

理
由

が
重

要
湿

地
5
0
0
の

選
定

基
準

②
（
希

少
種

等
の

生
育

生
息

）
の

み
で

な
い

こ
と

。

・
サ

ロ
マ

湖
　

＜
北

海
道

＞
・
知

床
半

島
東

部
沿

岸
　

＜
北

海
道

＞
・
厚

岸
湾

　
＜

北
海

道
＞

・
下

北
半

島
大

間
崎

周
辺

沿
岸

　
＜

青
森

県
＞

・
仙

台
湾

お
よ

び
仙

台
海

浜
（
仙

台
湾

・
松

島
湾

）
　

＜
宮

城
県

＞
・
男

鹿
半

島
沿

岸
　

＜
秋

田
県

＞
・
七

尾
湾

　
＜

石
川

県
＞

・
伊

豆
半

島
西

部
沿

岸
　

＜
静

岡
県

＞
・
志

摩
半

島
南

部
沿

岸
（
大

王
町

～
南

島
）
　

＜
三

重
県

＞
・
味

野
湾

・
玉

野
湾

（
倉

敷
市

児
島

港
沖

）
＜

岡
山

県
＞

　
＊

瀬
戸

内
海

・
天

草
灘

通
詞

島
周

辺
沿

岸
＜

熊
本

県
＞

・
筑

前
大

島
・
地

ノ
島

周
辺

沿
岸

　
＜

福
岡

県
＞

・
与

那
覇

湾
お

よ
び

そ
の

周
辺

　
＜

沖
縄

県
＞

・
名

蔵
湾

＜
沖

縄
県

＞

＜
サ

ン
ゴ

礁
＞

○
原

則
と

し
て

、
重

要
湿

地
5
0
0
の

「
生

物
群

」
に

「
サ

ン
ゴ

」
が

含
ま

れ
る

こ
と

。
○

一
定

以
上

の
規

模
を

有
し

て
い

る
こ

と
。

（
第

４
回

自
然

環
境

保
全

基
礎

調
査

、
サ

ン
ゴ

礁
調

査
に

お
い

て
、

当
該

湿
地

付
近

の
サ

ン
ゴ

礁
面

積
が

原
則

と
し

て
5
0
h
a以

上
）

○
選

定
理

由
が

重
要

湿
地

5
0
0
の

選
定

基
準

②
（
希

少
種

等
の

生
育

生
息

）
の

み
で

な
い

こ
と

。
※

非
サ

ン
ゴ

礁
域

及
び

サ
ン

ゴ
礁

域
に

お
い

て
代

表
的

な
サ

ン
ゴ

礁
を

選
定

（
面

積
及

び
被

度
で

評
価

）

・
小

笠
原

諸
島

周
辺

の
砂

浜
海

岸
お

よ
び

周
辺

浅
海

域
　

＜
東

京
都

＞
・
天

草
牛

深
（
片

島
、

大
島

、
桑

島
）
周

辺
沿

岸
　

＜
熊

本
県

＞
・
八

重
干

瀬
　

＜
沖

縄
県

＞
・
石

西
礁

湖
　

＜
沖

縄
県

＞

基
準

2
○

ＩＵ
Ｃ

Ｎ
の

「
深

刻
な

危
機

(Ｃ
Ｒ

)」
、

「
危

機
(Ｅ

Ｎ
)」

、
「
危

急
(Ｖ

Ｕ
)」

の
い

ず
れ

か
で

、
か

つ
環

境
省

レ
ッ

ド
リ

ス
ト

の
「
絶

滅
危

惧
I類

（
Ｃ

Ｒ
＋

Ｅ
Ｎ

）
」
、

「
絶

滅
危

惧
IＡ

類
（
Ｃ

Ｒ
）
」
、

「
絶

滅
危

惧
IＢ

類
（
Ｅ

Ｎ
）
」
、

「
絶

滅
危

惧
Ⅱ

類
（
Ｖ

Ｕ
）
」
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

種
。

○
繁

殖
地

や
越

冬
地

等
と

し
て

生
活

史
の

特
定

の
段

階
で

安
定

的
に

絶
滅

危
惧

種
や

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
生

物
群

集
を

支
え

て
い

る
こ

と
。

※
野

生
復

帰
を

し
た

種
に

つ
い

て
も

対
象

と
す

る

<
鳥

類
>

コ
ウ

ノ
ト

リ
、

ク
ロ

ツ
ラ

ヘ
ラ

サ
ギ

、
タ

ン
チ

ョ
ウ

、
ナ

ベ
ヅ

ル
、

マ
ナ

ヅ
ル

、
ヘ

ラ
シ

ギ
、

カ
ラ

フ
ト

ア
オ

ア
シ

シ
ギ

、
ホ

ウ
ロ

ク
シ

ギ
、

シ
マ

フ
ク

ロ
ウ

コ
ム

ケ
湖

＜
北

海
道

＞
知

床
半

島
サ

ケ
・
カ

ラ
フ

ト
マ

ス
遡

上
河

川
＜

北
海

道
＞

標
津

湿
原

 ＜
北

海
道

＞
風

蓮
湖

周
辺

の
河

川
　

（
風

連
川

、
ヤ

ウ
シ

ュ
ベ

ツ
川

、
ポ

ン
ヤ

ウ
シ

ュ
ベ

ツ
川

）
 ＜

北
海

道
＞

十
勝

海
岸

湖
沼

群
（
十

勝
川

河
口

湿
原

、
長

節
沼

、
湧

洞
沼

、
キ

モ
ン

ト
ウ

、
生

花
苗

沼
、

当
縁

湿
原

、
ホ

ロ
カ

ヤ
ン

ト
ウ

沼
な

ど
）
 ＜

北
海

道
＞

十
勝

川
下

流
域

湖
沼

群
（
三

日
月

沼
、

育
素

多
沼

、
池

田
キ

モ
ン

ト
ウ

な
ど

）
 ＜

北
海

道
＞

円
山

川
下

流
域

＜
兵

庫
県

＞
八

代
＜

山
口

県
＞

四
万

十
川

流
域

＜
高

知
県

＞
福

岡
湾

（
和

白
干

潟
・
今

津
干

潟
）
 ＜

福
岡

県
＞

津
屋

埼
干

潟
＜

福
岡

県
＞

有
明

海
（
大

授
溺

）
＜

佐
賀

県
＞

有
明

海
（
鹿

島
新

籠
海

岸
）
＜

佐
賀

県
＞

有
明

海
（
荒

尾
海

岸
）
＜

熊
本

県
＞

有
明

海
（
早

津
江

川
河

口
）
＜

佐
賀

県
＞

伊
万

里
干

拓
地

＜
佐

賀
県

＞
菊

池
川

・
白

川
・
緑

川
河

口
＜

熊
本

県
＞

不
知

火
干

潟
周

辺
＜

熊
本

県
＞

球
磨

川
河

口
＜

熊
本

県
＞

出
水

干
拓

地
 ＜

鹿
児

島
県

＞
鹿

児
島

湾
（
天

降
川

河
口

）
＜

鹿
児

島
県

＞
別

府
川

＜
鹿

児
島

県
＞

万
之

瀬
川

河
口

・
吹

上
浜

海
岸

 ＜
鹿

児
島

県
＞

中
城

湾
＜

沖
縄

県
＞

与
根

干
潟

＜
沖

縄
県

＞
具

志
干

潟
～

大
嶺

岬
周

辺
沿

岸
＜

沖
縄

県
＞

白
保

海
岸

と
そ

の
沿

岸
＜

沖
縄

県
＞

絶
滅

危
惧

種
と

特
定

さ
れ

た
種

（
絶

滅
危

惧
Ⅰ

類
・
Ⅱ

類
に

該
当

）
、

ま
た

は
消

滅
の

危
機

に
瀕

し
て

い
る

生
物

群
集

を
支

え
て

い
る

湿
地

118



国
際

基
準

番
号

基
準

の
内

容
選

定
時

の
手

順
該

当
湿

地

<
両

生
類

>
ア

ベ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

、
ホ

ク
リ

ク
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

、
イ

シ
カ

ワ
ガ

エ
ル

、
オ

ッ
ト

ン
ガ

エ
ル

、
コ

ガ
タ

ハ
ナ

サ
キ

ガ
エ

ル
、

ホ
ル

ス
ト

ガ
エ

ル
、

ナ
ミ

エ
ガ

エ
ル

、
オ

オ
イ

タ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

、
オ

キ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

、
ト

ウ
キ

ョ
ウ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
、

ベ
ッ

コ
ウ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
、

イ
ボ

イ
モ

リ
、

ア
マ

ミ
ハ

ナ
サ

キ
ガ

エ
ル

、
ハ

ナ
サ

キ
ガ

エ
ル

、
ヤ

エ
ヤ

マ
ハ

ラ
ブ

チ
ガ

エ
ル

多
摩

丘
陵

地
帯

の
湧

水
湿

地
 ＜

東
京

都
＞

能
登

半
島

の
低

地
湿

原
 ＜

富
山

県
、

石
川

県
＞

武
生

市
周

辺
の

ア
ベ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
生

息
地

 ＜
福

井
県

＞
嶺

南
東

部
の

ア
ベ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
生

息
地

＜
福

井
県

＞
丹

後
・
但

馬
地

方
低

山
地

湧
水

域
の

ア
ベ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
生

息
地

 ＜
京

都
府

、
兵

庫
県

＞
隠

岐
島

（
島

後
）
の

渓
流

域
 ＜

島
根

県
＞

松
山

地
区

の
オ

オ
イ

タ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

の
生

息
地

 ＜
高

知
県

＞
九

州
中

央
山

地
源

流
域

の
ベ

ッ
コ

ウ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

等
生

息
地

 ＜
熊

本
県

、
宮

崎
県

、
鹿

児
島

県
＞

宮
崎

市
湧

水
地

帯
の

オ
オ

イ
タ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
生

息
地

 ＜
宮

崎
県

＞
奄

美
大

島
南

部
の

渓
流

域
 ＜

鹿
児

島
県

＞
徳

之
島

山
地

水
域

 ＜
鹿

児
島

県
＞

ヤ
ン

バ
ル

河
川

群
＜

沖
縄

県
＞

瀬
底

島
の

小
湿

地
お

よ
び

周
辺

沿
岸

 ＜
沖

縄
県

＞
慶

良
間

諸
島

渡
嘉

敷
島

の
山

地
水

域
 ＜

沖
縄

県
＞

西
表

島
山

地
水

域
お

よ
び

平
地

部
天

然
陸

水
域

 ＜
沖

縄
県

＞

<
魚

類
>

ミ
ヤ

コ
タ

ナ
ゴ

、
イ

タ
セ

ン
パ

ラ
、

ス
イ

ゲ
ン

ゼ
ニ

タ
ナ

ゴ
、

ア
リ

ア
ケ

ヒ
メ

シ
ラ

ウ
オ

、
カ

ゼ
ト

ゲ
タ

ナ
ゴ

、
ネ

コ
ギ

ギ
、

イ
ト

ウ

大
沼

・
メ

グ
マ

沼
湿

原
、

声
問

川
 ＜

北
海

道
＞

猿
払

原
野

（
ポ

ロ
沼

、
カ

ム
イ

ト
沼

、
猿

骨
沼

、
浅

茅
野

湿
原

、
モ

ケ
ウ

ニ
沼

、
猿

払
川

な
ど

）
 ＜

北
海

道
＞

天
塩

川
 ＜

北
海

道
＞

標
津

湿
原

 ＜
北

海
道

＞
茨

散
沼

湿
原

、
兼

金
沼

・
西

別
川

湿
原

 ＜
北

海
道

＞
朱

鞠
内

湖
と

そ
の

上
流

域
 ＜

北
海

道
＞

金
山

湖
と

そ
の

上
流

域
 ＜

北
海

道
＞

大
田

原
市

の
湧

水
湿

地
 ＜

栃
木

県
＞

房
総

丘
陵

の
谷

津
田

、
湧

水
地

 ＜
千

葉
県

＞
氷

見
市

周
辺

の
河

川
・
た

め
池

群
 ＜

富
山

県
＞

木
曽

三
川

合
流

域
の

河
川

・
水

路
・
た

め
池

群
 ＜

岐
阜

県
、

愛
知

県
＞

長
良

川
・
木

曽
川

水
系

の
サ

ツ
キ

マ
ス

、
ネ

コ
ギ

ギ
生

息
地

 ＜
岐

阜
県

＞
岡

山
平

野
の

ス
イ

ゲ
ン

ゼ
ニ

タ
ナ

ゴ
等

生
息

地
 ＜

岡
山

県
＞

有
明

海
（
筑

後
川

河
口

～
矢

部
川

河
口

、
東

与
賀

海
岸

、
六

角
川

河
口

～
塩

田
川

河
口

、
鹿

島
海

岸
、

田
古

里
川

河
口

、
諫

早
湾

、
荒

尾
海

岸
）
お

よ
び

筑
後

川
（
感

潮
域

）
 ＜

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県
＞

壱
岐

島
の

河
川

 ＜
長

崎
県

＞
菊

池
川

・
白

川
・
緑

川
河

口
 ＜

熊
本

県
＞

<
昆

虫
類

>
ヒ

ヌ
マ

イ
ト

ト
ン

ボ
、

ベ
ッ

コ
ウ

ト
ン

ボ
、

ミ
ヤ

ジ
マ

ト
ン

ボ
、

オ
キ

ナ
ワ

ミ
ナ

ミ
ヤ

ン
マ

北
上

川
（
河

口
域

）
・
長

面
浦

 ＜
宮

城
県

＞
松

川
浦

＜
福

島
県

＞
涸

沼
 ＜

茨
城

県
＞

桶
ヶ

谷
沼

・
鶴

ヶ
池

 ＜
静

岡
県

＞
宮

島
 ＜

広
島

県
＞

秋
穂

湾
～

山
口

湾
（
椹

野
川

河
口

）
 ＜

山
口

県
＞

厚
東

川
・
有

帆
川

・
厚

狭
川

の
河

口
 ＜

山
口

県
＞

対
馬

・
浅

茅
湾

お
よ

び
綱

浦
 ＜

長
崎

県
＞

野
依

新
池

 ＜
大

分
県

＞
ヤ

ン
バ

ル
河

川
群

 ＜
沖

縄
県

＞
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国
際

基
準

番
号

基
準

の
内

容
選

定
時

の
手

順
該

当
湿

地

基
準

3
猿

払
原

野
湖

沼
群

　
＜

北
海

道
＞

：
植

物
サ

ロ
マ

湖
　

＜
北

海
道

＞
：
底

生
動

物
・
海

草
能

取
湖

　
＜

北
海

道
＞

：
底

生
動

物
・
海

草
根

室
湾

・
温

根
沼

　
＜

北
海

道
＞

：
底

生
動

物
根

室
湿

原
群

（
南

部
沼

、
オ

ン
ネ

沼
、

長
節

沼
等

）
　

＜
北

海
道

＞
：
植

物
知

床
半

島
　

＜
北

海
道

＞
：
海

藻
厚

岸
湾

　
＜

北
海

道
＞

：
海

藻
・
海

草
八

幡
平

湖
沼

群
　

＜
岩

手
県

＞
：
植

物
陸

中
リ

ア
ス

海
岸

の
湾

奥
沿

岸
湿

地
群

＜
岩

手
県

＞
：
海

草
八

幡
平

周
辺

湿
原

群
　

＜
岩

手
県

、
秋

田
県

＞
：
昆

虫
類

万
石

浦
　

＜
宮

城
県

＞
：
底

生
動

物
松

島
湾

　
＜

宮
城

県
＞

：
底

生
動

物
志

津
川

湾
　

＜
宮

城
県

＞
：
海

藻
松

川
浦

　
＜

福
島

県
＞

：
底

生
動

物
七

尾
湾

＜
石

川
県

＞
：
海

草
能

登
半

島
の

た
め

池
郡

＜
石

川
県

＞
：
植

物
渡

良
瀬

遊
水

池
　

＜
茨

城
県

、
群

馬
県

、
栃

木
県

、
埼

玉
県

＞
：
植

物
小

櫃
川

河
口

・
盤

洲
干

潟
　

＜
千

葉
県

＞
：
底

生
動

物
富

津
干

潟
＜

千
葉

県
＞

：
海

草
父

島
・
母

島
の

河
川

　
＜

東
京

都
＞

：
淡

水
魚

類
伊

豆
半

島
南

東
部

（
白

浜
～

田
牛

）
沿

岸
　

＜
静

岡
県

＞
：
海

藻
浜

名
湖

＜
静

岡
県

＞
：
海

草
汐

川
干

潟
　

＜
愛

知
県

＞
：
底

生
動

物
東

海
丘

陵
湧

水
湿

地
群

（
矢

並
湿

地
等

）
　

＜
愛

知
県

、
岐

阜
県

、
三

重
県

等
＞

：
植

物
中

池
見

湿
地

　
＜

福
井

県
＞

：
植

物
櫛

田
川

河
口

　
＜

三
重

県
＞

：
底

生
動

物
志

摩
半

島
南

部
沿

岸
（
大

王
町

～
南

島
）
　

＜
三

重
県

＞
：
海

藻
円

山
川

下
流

域
・
河

口
域

　
＜

兵
庫

県
＞

：
淡

水
魚

類
・
植

物
北

播
磨

地
域

た
め

池
群

　
＜

兵
庫

県
＞

：
植

物
隠

岐
島

周
辺

沿
岸

　
＜

島
根

県
＞

：
海

藻
世

羅
台

地
の

湧
水

湿
地

・
た

め
池

群
　

＜
広

島
県

＞
：
植

物
安

芸
湾

三
津

口
　

＜
広

島
県

＞
：
海

草
秋

穂
湾

・
山

口
湾

　
＜

山
口

県
＞

：
底

生
動

物
吉

野
川

河
口

　
＜

徳
島

県
＞

：
底

生
動

物
宇

和
海

島
嶼

部
周

辺
沿

岸
　

＜
愛

媛
県

＞
：
海

藻
筑

前
大

島
・
地

ノ
島

周
辺

沿
岸

　
＜

福
岡

県
＞

：
海

藻
福

岡
湾

（
和

白
干

潟
・
今

津
干

潟
）
　

＜
福

岡
県

＞
：
底

生
動

物
筑

後
川

感
潮

域
・
沖

端
川

河
口

　
＜

福
岡

県
＞

：
底

生
動

物
・
淡

水
魚

類
有

明
海

周
辺

　
＜

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県
＞

：
淡

水
魚

類
六

角
川

河
口

　
＜

佐
賀

県
＞

：
底

生
動

物
対

馬
・
浅

茅
湾

　
＜

長
崎

県
＞

：
昆

虫
類

対
馬

・
田

ノ
浜

　
＜

長
崎

県
＞

：
昆

虫
類

永
浦

　
＜

熊
本

県
＞

：
底

生
動

物
羊

角
湾

　
＜

熊
本

県
＞

：
底

生
動

物
中

津
干

潟
　

＜
大

分
県

＞
：
底

生
動

物
家

田
・
川

坂
湿

原
　

＜
宮

崎
県

＞
：
植

物
不

知
火

干
潟

・
大

野
川

　
＜

熊
本

県
＞

：
底

生
動

物
鹿

児
島

湾
＜

鹿
児

島
県

＞
：
海

草
甑

島
周

辺
沿

岸
（
海

鼠
池

、
貝

池
を

含
む

）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

：
海

藻
種

子
島

の
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
林

（
湊

川
）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

：
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
種

子
島

の
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
林

（
大

浦
川

）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

：
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
奄

美
大

島
の

河
川

　
＜

鹿
児

島
県

＞
：
昆

虫
類

住
用

湾
流

入
河

川
お

よ
び

河
口

部
（
城

内
海

）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

：
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
住

用
湾

流
入

河
川

お
よ

び
河

口
部

（
住

用
川

）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

：
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
住

用
湾

流
入

河
川

お
よ

び
河

口
部

（
役

勝
川

）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

：
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
住

用
川

・
役

勝
川

　
（
川

内
川

、
河

内
川

な
ど

を
含

む
）
　

＜
鹿

児
島

＞
：
淡

水
魚

類
屋

我
地

（
羽

地
内

海
を

含
む

）
　

＜
沖

縄
県

＞
：
底

生
動

物
ヤ

ン
バ

ル
の

渓
流

域
　

＜
沖

縄
県

＞
：
両

生
爬

虫
類

ヤ
ン

バ
ル

河
川

群
（
数

久
田

川
、

源
河

川
、

汀
間

川
、

大
浦

川
な

ど
）
　

＜
沖

縄
県

＞
：
淡

水
魚

類
中

城
湾

（
泡

瀬
・
佐

敷
）
　

＜
沖

縄
県

＞
：
海

藻
・
底

生
動

物
東

村
の

慶
佐

次
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
と

流
入

河
川

　
＜

沖
縄

県
＞

：
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
宮

良
湾

 ＜
沖

縄
県

＞
：
底

生
動

物
於

茂
登

岳
の

渓
流

・
湿

地
＜

沖
縄

県
＞

：
両

生
爬

虫
類

川
平

湾
、

米
原

地
先

沿
岸

＜
沖

縄
県

＞
：
海

藻
・
底

生
動

物
名

蔵
湾

お
よ

び
名

蔵
川

集
水

域
＜

沖
縄

県
＞

：
海

藻
西

表
の

河
川

　
＜

沖
縄

県
＞

：
昆

虫
類

西
表

島
の

河
川

（
浦

内
川

、
大

見
謝

川
、

仲
間

川
な

ど
）
　

＜
沖

縄
県

＞
：
淡

水
魚

類
仲

間
川

　
＜

沖
縄

県
＞

：
マ

ン
グ

ロ
ー

ブ
浦

内
川

河
口

　
＜

沖
縄

県
＞

：
底

生
動

物
浦

内
川

　
＜

沖
縄

県
＞

マ
ン

グ
ロ

ー
ブ

後
良

川
・
相

良
川

・
前

良
川

河
口

　
＜

沖
縄

県
＞

：
底

生
動

物
船

浦
湾

　
＜

沖
縄

県
＞

：
底

生
動

物
南

西
諸

島
西

部
海

域
・
河

口
域

　
＜

沖
縄

県
＞

：
海

草

○
原

則
と

し
て

重
要

湿
地

5
0
0
に

あ
り

、
専

門
家

に
対

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
に

お
い

て
、

種
が

豊
富

で
あ

る
、

固
有

種
の

多
い

、
特

殊
な

環
境

条
件

に
適

応
し

た
種

の
相

当
な

割
合

を
有

し
て

い
る

な
ど

、
生

物
地

理
区

に
お

け
る

生
物

多
様

性
の

維
持

に
重

要
な

個
体

群
を

支
え

て
い

る
こ

と
が

明
ら

か
な

湿
地

※
陸

域
に

つ
い

て
は

U
dv

ar
dy

の
生

物
地

理
区

分
（
5
区

分
）
、

海
域

に
つ

い
て

は
「
世

界
の

海
洋

エ
コ

リ
ー

ジ
ョ

ン
（
M

E
O

W
）
」
の

生
物

地
理

区
分

（
8
区

分
）
を

用
い

る
（
瀬

戸
内

海
及

び
有

明
海

の
特

殊
性

に
留

意
す

る
）
。

特
定

の
生

物
地

理
区

に
お

け
る

生
物

多
様

性
の

維
持

に
重

要
な

動
植

物
種

の
個

体
群

を
支

え
て

い
る

湿
地
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国
際

基
準

番
号

基
準

の
内

容
選

定
時

の
手

順
該

当
湿

地

基
準

4
生

活
環

の
重

要
な

段
階

に
お

い
て

動
植

物
種

を
支

え
て

い
る

場
合

、
ま

た
は

悪
条

件
の

期
間

中
に

動
植

物
種

に
避

難
場

所
を

提
供

し
て

い
る

湿
地

○
原

則
と

し
て

、
重

要
湿

地
5
0
0
の

選
定

基
準

⑤
（
生

物
の

生
活

史
の

中
で

一
定

以
上

の
規

模
を

有
し

て
い

る
こ

と
）
に

よ
っ

て
選

定
さ

れ
て

い
る

湿
地

○
産

卵
数

が
多

い
等

、
生

活
環

の
重

要
な

段
階

に
お

い
て

ア
カ

ウ
ミ

ガ
メ

、
ア

オ
ウ

ミ
ガ

メ
を

支
え

て
い

る
も

の
を

評
価

○
専

門
家

に
対

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
に

お
い

て
、

ウ
ミ

ガ
メ

、
鳥

類
、

魚
介

類
以

外
の

渡
り

性
・
移

動
性

生
物

が
、

餌
場

や
産

卵
な

ど
の

利
用

で
重

要
で

あ
る

こ
と

が
明

ら
か

な
湿

地
。

小
笠

原
諸

島
周

辺
＜

東
京

都
＞

：
ア

オ
ウ

ミ
ガ

メ
石

西
礁

湖
（
鳩

間
島

沿
岸

を
含

む
）
＜

沖
縄

県
＞

：
ア

カ
ウ

ミ
ガ

メ
・
ア

オ
ウ

ミ
ガ

メ
・
タ

イ
マ

イ
西

表
島

南
西

部
海

域
・
河

口
域

＜
沖

縄
県

＞
：
ア

オ
ウ

ミ
ガ

メ

基
準

5
定

期
的

に
２

万
羽

以
上

の
水

鳥
を

支
え

る
湿

地
○

環
境

省
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
サ

イ
ト

1
0
0
0
ガ

ン
カ

モ
類

調
査

及
び

全
国

ガ
ン

カ
モ

一
斉

調
査

に
お

い
て

、
過

去
5
年

の
う

ち
3
年

以
上

ガ
ン

カ
モ

類
の

渡
来

数
が

2
万

羽
以

上
の

湖
沼

等

旧
長

都
沼

　
＜

北
海

道
＞

小
友

沼
　

＜
秋

田
県

＞
最

上
川

河
口

　
＜

山
形

県
＞

霞
ヶ

浦
　

＜
茨

城
県

＞
葛

西
臨

海
公

園
　

＜
東

京
都

＞
三

番
瀬

　
＜

千
葉

県
＞

児
島

湖
・
阿

部
池

　
＜

岡
山

県
＞

基
準

6
風

蓮
湖

周
辺

の
河

川
　

（
風

連
川

、
ヤ

ウ
シ

ュ
ベ

ツ
川

、
ポ

ン
ヤ

ウ
シ

ュ
ベ

ツ
川

）
 ＜

北
海

道
＞

コ
ム

ケ
湖

　
＜

北
海

道
＞

生
花

苗
沼

　
＜

北
海

道
＞

三
日

月
沼

　
＜

北
海

道
＞

旧
長

都
沼

　
＜

北
海

道
＞

十
勝

川
流

域
 ＜

北
海

道
＞

函
館

周
辺

海
域

　
＜

北
海

道
＞

下
北

半
島

沿
岸

北
部

　
＜

青
森

県
＞

小
川

原
湖

　
＜

青
森

県
＞

陸
奥

湾
＜

青
森

県
＞

横
浜

海
岸

　
＜

青
森

県
＞

迫
川

　
＜

宮
城

県
＞

小
友

沼
　

＜
秋

田
県

＞
大

潟
村

干
拓

地
　

＜
秋

田
県

＞
玉

川
鴬

野
付

近
＜

秋
田

県
＞

最
上

川
河

口
　

＜
山

形
県

＞
高

野
池

　
＜

福
島

県
＞

涸
沼

　
＜

茨
城

県
＞

北
浦

・
霞

ヶ
浦

　
＜

茨
城

県
＞

利
根

川
下

流
部

（
神

栖
市

高
浜

・
周

辺
水

田
）
　

＜
茨

城
県

＞
三

番
瀬

　
＜

千
葉

県
＞

一
宮

川
河

口
　

＜
千

葉
県

＞
九

十
九

里
浜

＜
千

葉
県

＞
葛

西
臨

海
公

園
　

＜
東

京
都

＞
朝

日
池

　
＜

新
潟

県
＞

福
島

潟
　

＜
新

潟
県

＞
鳥

屋
野

潟
　

＜
新

潟
県

＞
阿

賀
野

川
　

＜
新

潟
県

＞
北

新
保

大
池

　
＜

新
潟

県
＞

信
濃

川
　

＜
新

潟
県

＞
能

登
半

島
西

海
岸

　
＜

石
川

県
＞

坂
井

平
野

　
＜

福
井

県
＞

諏
訪

湖
　

＜
長

野
県

＞
三

河
湾

（
矢

作
川

河
口

、
鳥

羽
）
　

＜
愛

知
県

＞
豊

津
浦

～
町

屋
浦

　
＜

三
重

県
＞

尼
崎

市
臨

海
部

　
＜

兵
庫

県
＞

二
津

野
ダ

ム
　

＜
奈

良
県

＞
日

野
川

　
＜

鳥
取

県
＞

能
義

平
野

　
＜

島
根

県
＞

児
島

湖
・
阿

部
池

　
＜

岡
山

県
＞

小
野

湖
　

＜
山

口
県

＞
鹿

野
川

ダ
ム

　
＜

愛
媛

県
＞

杉
田

ダ
ム

　
＜

高
知

県
＞

曽
根

干
潟

　
＜

福
岡

県
＞

和
白

干
潟

　
＜

福
岡

県
＞

今
津

干
潟

　
＜

福
岡

県
＞

有
明

海
（
大

授
搦

）
　

＜
佐

賀
県

＞
有

明
海

（
鹿

島
新

籠
海

岸
）
　

＜
佐

賀
県

＞
不

知
火

干
潟

　
＜

熊
本

県
＞

白
川

河
口

　
＜

熊
本

県
＞

氷
川

　
＜

熊
本

県
＞

宇
佐

海
岸

　
＜

大
分

県
＞

吹
上

浜
海

岸
　

＜
鹿

児
島

県
＞

出
水

干
拓

地
　

＜
鹿

児
島

県
＞

泡
瀬

干
潟

　
＜

沖
縄

県
＞

与
那

覇
湾

　
＜

沖
縄

県
＞

水
鳥

の
種

ま
た

は
亜

種
の

個
体

群
に

お
い

て
、

個
体

数
の

１
％

を
定

期
的

に
支

え
て

い
る

湿
地

○
環

境
省

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

サ
イ

ト
1
0
0
0
ガ

ン
カ

モ
類

生
息

調
査

、
シ

ギ
・
チ

ド
リ

類
調

査
、

全
国

ガ
ン

カ
モ

一
斉

調
査

等
に

お
い

て
、

ガ
ン

カ
モ

類
、

シ
ギ

チ
ド

リ
類

、
ツ

ル
類

等
で

過
去

5
年

の
う

ち
3
年

以
上

個
体

数
の

1
％

以
上

を
定

期
的

に
支

え
て

い
る

湿
地
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国
際

基
準

番
号

基
準

の
内

容
選

定
時

の
手

順
該

当
湿

地

基
準

7
固

有
な

魚
介

類
（
甲

殻
類

、
軟

体
類

等
を

含
む

）
の

亜
種

、
種

、
ま

た
は

科
、

生
活

史
の

一
段

階
、

種
間

相
互

作
用

、
湿

地
の

恩
恵

を
提

供
す

る
個

体
群

の
相

当
な

割
合

を
維

持
し

て
お

り
、

そ
れ

に
よ

っ
て

世
界

の
生

物
多

様
性

に
貢

献
し

て
い

る
湿

地

○
原

則
と

し
て

重
要

湿
地

5
0
0
に

あ
り

、
専

門
家

に
対

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
に

お
い

て
、

魚
種

の
1
割

が
固

有
種

で
あ

る
場

合
な

ど
、

固
有

な
魚

介
類

（
甲

殻
類

、
軟

体
類

等
を

含
む

）
の

亜
種

、
種

、
ま

た
は

科
の

相
当

な
割

合
を

支
え

る
こ

と
が

明
ら

か
な

湿
地

父
島

・
母

島
の

河
川

　
＜

東
京

都
＞

筑
後

川
　

（
感

潮
域

）
　

＜
福

岡
県

、
佐

賀
県

＞
有

明
海

周
辺

　
＜

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県
＞

住
用

川
・
役

勝
川

　
（
川

内
川

、
河

内
川

な
ど

を
含

む
）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

ヤ
ン

バ
ル

河
川

群
（
数

久
田

川
、

源
河

川
、

汀
間

川
、

大
浦

川
な

ど
）
＜

沖
縄

県
＞

西
表

島
の

河
川

（
浦

内
川

、
大

見
謝

川
、

仲
間

川
な

ど
）
　

＜
沖

縄
県

＞

基
準

8
魚

介
類

（
甲

殻
類

、
軟

体
類

等
を

含
む

）
の

重
要

な
餌

場
で

あ
り

、
産

卵
場

、
稚

魚
の

成
育

場
で

あ
り

、
ま

た
は

湿
地

内
も

し
く
は

湿
地

外
の

漁
業

資
源

が
依

存
す

る
回

遊
経

路
と

な
っ

て
い

る
湿

地

○
原

則
と

し
て

重
要

湿
地

5
0
0
に

あ
り

、
専

門
家

に
対

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
に

お
い

て
、

魚
介

類
（
甲

殻
類

、
軟

体
類

等
を

含
む

）
の

重
要

な
餌

場
で

あ
り

、
産

卵
場

、
稚

魚
の

成
育

場
で

あ
り

、
ま

た
は

湿
地

内
も

し
く
は

湿
地

外
の

漁
業

資
源

が
依

存
す

る
回

遊
経

路
と

な
っ

て
い

る
こ

と
が

明
ら

か
な

湿
地

知
床

半
島

サ
ケ

・
カ

ラ
フ

ト
マ

ス
遡

上
河

川
群

　
＜

北
海

道
＞

父
島

・
母

島
の

河
川

　
＜

東
京

都
＞

東
京

湾
奥

部
河

口
域

　
＜

千
葉

県
、

東
京

都
、

神
奈

川
県

＞
北

総
地

域
の

谷
津

田
、

湧
水

　
＜

千
葉

県
＞

京
都

府
亀

岡
周

辺
の

水
田

地
帯

　
＜

京
都

府
＞

由
良

川
上

流
域

　
＜

兵
庫

県
、

京
都

府
＞

円
山

川
河

口
域

　
＜

兵
庫

県
＞

岡
山

平
野

の
希

少
淡

水
魚

生
息

地
　

＜
岡

山
県

＞
吉

野
川

　
（
四

国
北

東
部

の
た

め
池

等
を

含
む

）
　

＜
徳

島
県

、
香

川
県

＞
四

万
十

川
下

流
・
河

口
域

　
＜

高
知

県
＞

筑
後

川
　

（
感

潮
域

）
　

＜
福

岡
県

、
佐

賀
県

＞
有

明
海

周
辺

　
＜

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県
＞

住
用

川
・
役

勝
川

　
（
川

内
川

、
河

内
川

な
ど

を
含

む
）
　

＜
鹿

児
島

県
＞

ヤ
ン

バ
ル

河
川

群
（
数

久
田

川
、

源
河

川
、

汀
間

川
、

大
浦

川
な

ど
）
＜

沖
縄

県
＞

西
表

島
の

河
川

（
浦

内
川

、
大

見
謝

川
、

仲
間

川
な

ど
）
　

＜
沖

縄
県

＞

基
準

9
鳥

類
以

外
の

湿
地

に
依

存
す

る
動

物
種

ま
た

は
亜

種
の

個
体

群
で

、
そ

の
個

体
数

の
1
%
を

定
期

的
に

支
え

て
い

る
湿

地

○
原

則
と

し
て

重
要

湿
地

5
0
0
に

あ
り

、
専

門
家

に
対

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト
に

お
い

て
、

爬
虫

類
、

両
生

類
、

魚
介

類
又

は
水

生
昆

虫
等

が
生

息
す

る
唯

一
の

湿
地

か
（
繁

殖
地

や
産

卵
地

を
含

む
）
、

大
部

分
が

生
息

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
湿

地

諏
訪

湖
　

＜
長

野
県

＞
：
昆

虫
類

桶
ヶ

谷
沼

・
鶴

ヶ
池

　
＜

静
岡

県
＞

：
昆

虫
類

厳
島

（
宮

島
）
　

＜
広

島
県

＞
：
昆

虫
類

隠
岐

島
（
島

後
）
の

渓
流

域
　

＜
島

根
県

＞
：
両

生
爬

虫
類

野
依

新
池

　
＜

大
分

県
＞

：
昆

虫
類
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湿
原

河
川

湖
沼

地
下

水
系

塩
性

湿
地

マ
ン

グ
ロ

ー
ブ

湿
地

河
口

域
干

潟
藻

場
サ

ン
ゴ

礁

1
3

大
沼

・
メ

グ
マ

沼
湿

原
、

声
問

川
大

沼
・
メ

グ
マ

沼
湿

原
、

声
問

川
北

海
道

●
1

2
4

猿
払

サ
ル
フ
ツ

原
野

（
ポ

ロ
沼

、
カ

ム
イ

ト

沼
、

猿
骨

沼
、

浅
茅

野
湿

原
、

モ

ケ
ウ

ニ
沼

、
猿

払
川

な
ど

）

猿
払

原
野

湖
沼

群
（
ポ

ロ
沼

、
カ

ム
イ

ト
沼

他
）

北
海

道
●

●
●

3

3
7

天
塩

テ
シ

オ

川
天

塩
川

北
海

道
●

1

4
9

コ
ム

ケ
湖

コ
ム

ケ
湖

北
海

道
●

●
2

5
1
1

サ
ロ

マ
湖

サ
ロ

マ
湖

北
海

道
●

●
●

●
●

5

6
1
2

能
取

ノ
ト

ロ

湖
能

取
湖

北
海

道
●

●
●

3

7
1
3

網
走

湖
網

走
湖

北
海

道
●

1

8
1
5

知
床

半
島

サ
ケ

・
カ

ラ
フ

ト
マ

ス
遡

上
河

川
知

床
半

島
サ

ケ
・
カ

ラ
フ

ト
マ

ス
遡

上
河

川
群

北
海

道
●

●
●

3

9
1
7

知
床

半
島

知
床

半
島

東
部

沿
岸

域
北

海
道

●
●

2

1
1

2
0

茨
散

バ
ラ
サ
ン

沼
湿

原
、

兼
金

沼
・
西

別
川

湿
原

茨
散

沼
湿

原
、

兼
金

沼
・
西

別
川

湿
原

北
海

道
●

●
2

1
2

2
1

根
室

湿
原

群
（
根

室
半

島
湿

原
、

ホ
ロ

ニ
タ

イ
・
フ

レ
シ

マ
湿

原
、

タ
ン

ネ
沼

・
オ

ン
ネ

沼
、

南
部

沼
、

長
節

沼
、

落
石

岬
湿

原
、

落
石

西
湿

原
、

落
石

湿
原

、
ヒ

キ
ウ

ス
沼

、
沖

根
辺

沼
)

根
室

半
島

湿
原

群
（
根
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瀬
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湖
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湾
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湾
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岸
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岸
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湾
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湾
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岸
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岸
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岸
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湿
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湿
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湿
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湿
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湿
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岸
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湿
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縁
湿
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湖
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湾
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台
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潟
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●
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友
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友
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岸
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岸
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葉
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盤

洲
干

潟
、

富
津

干
潟

、
三

番
瀬

、
谷

津
干

潟
、

小
櫃

川
河

口
、

葛
西

、
東

京
港

野
鳥

公
園

、
中

央
海

浜
公

園
、

森
ヶ

崎
、

多
摩

川
河

口
、

野
島

海
岸
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ど
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原
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原
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ど
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場
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場
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長

野
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1
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7

朝
日
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の
池

朝
日

池
新

潟
県

●
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6
2

1
8
8

鳥
屋

野
潟

鳥
屋

野
潟

新
潟

県
●

1

6
3

1
8
9

福
島

潟
新

潟
県

●
1

1
8
9

信
濃

川
、

阿
賀

野
川

新
潟

県
●

1

6
4

北
新

保
大

池
新

潟
県

●
1

6
5

諏
訪

湖
長

野
県

●
●

2

6
6

2
0
3

立
山

周
辺

湿
原

群
 （

弥
陀

ヶ
原

湿
原

、
五

色
ヶ

原
、

大
日

平
湿

原
な

ど
）

立
山

周
辺

湿
原

群
 （

弥
陀

ヶ
原

湿
原

、
五

色
ヶ

原
、

大
日

平
湿

原
な

ど
）

富
山

県
●

1

6
7

2
0
5

氷
見

市
周

辺
の

河
川

・
た

め
池

群
十

二
町

潟
周

辺
の

河
川

と
湖

沼
富

山
県

●
1

6
8

2
0
6

能
登

半
島

の
低

地
湿

原
能

登
半

島
丘

陵
地

の
ホ

ク
リ

ク
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

生
息

地
富

山
県

、
石

川
県

●
1

6
9

2
0
7

七
尾

湾
七

尾
湾

石
川

県
●

●
2

7
0

2
0
8

能
登

半
島

西
海

岸
お

よ
び

湖
沼

群
（
邑

知
潟

、
高

松
～

河
北

海
岸

、
河

北
潟

）
石

川
県

●
1

7
1

能
登

半
島

た
め

池
群

石
川

県
●

1

7
2

2
1
7

武
生

市
周

辺
の

ア
ベ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
生

息
地

武
生

市
周

辺
の

ア
ベ

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
生

息
地

福
井

県
●

1

7
3

2
1
9

九
頭

竜
川

下
流

域
お

よ
び

流
域

湖
沼

（
九

頭
竜

川
、

大
堤

）
坂

井
平

野
福

井
県

●
1

7
4

2
2
0

中
池

見
中

池
見

湿
地

福
井

県
●

1

7
5

嶺
南

東
部

の
ア

ベ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

生
息

地
福

井
県

●
1

7
6

2
2
9

木
曽

三
川

合
流

域
の

河
川

・
水

路
・
た

め
池

群
木

曽
三

川
合

流
域

の
河

川
・
水

路
・

た
め

池
群

岐
阜

県
、

愛
知

県
●

1

7
7

2
3
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長
良

川
・
木

曽
川

水
系

の
サ

ツ
キ

マ
ス

、
ネ

コ
ギ

ギ
生

息
地

長
良

川
・
木

曽
川

水
系

の
サ

ツ
キ

マ
ス

、
ネ

コ
ギ

ギ
生

息
地

岐
阜

県
●

1

7
8

2
3
2

伊
豆

半
島

南
東

部
（
白

浜
～

田
牛

）
沿

岸
伊

豆
半

島
南

東
部

（
白

浜
～

田
牛

）
沿

岸
静

岡
県

●
1

7
9

2
3
5

伊
豆

半
島

西
部

沿
岸

伊
豆

半
島

西
部

沿
岸

静
岡

県
●

1

8
0

2
4
1

桶
ヶ

谷
沼

・
鶴

ヶ
池

桶
ヶ

谷
沼

・
鶴

ヶ
池

静
岡

県
●

●
2

福
島

潟
、

瓢
湖
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海
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愛
知

県
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三
重

県
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岐
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県
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8
4

2
4
9

伊
勢

湾
（
藤

前
干

潟
、

常
滑

沖
、

鈴
鹿

川
・
雲

出
川

・
櫛

田
川

・
祓

川
・
愛

宕
川

・
金

剛
川

の
各

河
口
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櫛

田
川

河
口

愛
知

県
、

三
重

県
●

●
2

8
5

2
5
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志
摩

半
島

南
部

沿
岸
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大

王
町

～
南

島
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志
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半
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南
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沿
岸
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大

王
町

～
南

島
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三
重

県
●

●
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8
6

豊
津

浦
～

町
屋

浦
三

重
県

●
1

8
7

二
津

野
ダ

ム
奈

良
県

●
1

8
8

2
6
2

由
良

川
上

流
域

由
良

川
源

流
域

（
芦

生
・
知

井
・
安

掛
）

京
都

府
●

1

8
9

京
都

府
亀

岡
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辺
の

水
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地
帯

京
都

府
●

1

9
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2
6
4
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後
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馬
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山
地

湧
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ウ
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馬
地
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湧
水
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ン

シ
ョ
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ウ

オ
生

息
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京
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府
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兵
庫
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庫

県
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2
7
7

東
播

磨
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用
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系
北

播
磨
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域
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め

池
群

兵
庫
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3

2
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円
山

川
河
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下

流
域
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河

口
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河
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河

口
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兵

庫
県
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●
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川
河
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田
川

河
口

和
歌

山
県

●
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5

2
9
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白
浜

～
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辺
湾

田
辺

湾
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之
浦
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歌
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県
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岐
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岡
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山
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湾
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川
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児

島
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県
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1
0
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1

秋
穂

ア
イ

オ

湾
～

山
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（
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ワ
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河

口
）
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穂

湾
～

山
口

湾
山

口
県

●
●
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1
0
7

3
2
3

厚
東

川
・
有

帆
川

・
厚

狭
川

の
河

口
厚

狭
川

河
口

山
口

県
●

●
2

1
0
8

八
代

山
口

県
●

1

1
0
9

小
野

湖
山

口
県

●
1

1
1
0

吉
野

川
下

流
域

（
河

口
～

第
十

堰
）
・
河

口
干

潟
徳

島
県

●
●

2

四
国

北
東

部
の

た
め

池
等

を
含

む
徳

島
県

●
1

1
1
1

3
4
8

宇
和

海
島

嶼
部

周
辺

沿
岸

宇
和

海
島

嶼
部

周
辺

沿
岸

愛
媛

県
●

1

1
1
2

鹿
野

川
ダ

ム
愛

媛
県

●
1

1
1
3

3
4
9

松
山

地
区

の
オ

オ
イ

タ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

の
生

息
地

松
山

地
区

の
オ

オ
イ

タ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

の
生

息
地

高
知

県
●

1

1
1
4

3
5
0

四
万

十
川

下
流

・
河

口
域

四
万

十
川

下
流

・
河

口
域

高
知

県
●

●
2

1
1
5

杉
田

ダ
ム

高
知

県
●

1

1
1
6

3
5
9

曽
根

干
潟

曽
根

干
潟

福
岡

県
●

1

1
1
7

3
6
0

筑
前

大
島

・
地

ノ
島

周
辺

沿
岸

筑
前

大
島

・
地

ノ
島

周
辺

沿
岸

福
岡

県
●

●
2

1
1
8

3
6
3

福
岡

湾
（
和

白
干

潟
・
今

津
干

潟
）

福
和

白
干

潟
・
今

津
干

潟
福

岡
県

●
●

●
●

4

1
1
9

津
屋

崎
干

潟
福

岡
県

●
1

3
2
9

吉
野

川
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矢
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川
河

口

福
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県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県

●
●

●
●

●
●

6

東
与

賀
海

岸
（
大

授
搦

）

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県

●
●

●
●

●
●

6

荒
尾

海
岸

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県

●
●

●
●

●
5

早
津

江
川

河
口

・
平

和
搦

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県

●
●

●
●

4

鹿
島

新
籠

海
岸

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県

●
●

●
●

●
5

六
角

川
～

塩
田

川
河

口

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県

●
●

●
●

4

有
明

海
周

辺

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県

●
●

●
●

4

1
2
1

3
7
0

伊
万

里
湾

（
伊

万
里

干
拓

地
）

伊
万

里
湾

佐
賀

県
●

1

1
2
2

3
7
5

壱
岐

島
の

河
川

壱
岐

島
の

河
川

（
谷

江
川

、
梅

ノ
木

川
、

幡
鉾

川
）

長
崎

県
●

1

1
2
3

3
7
8

対
馬

・
浅

茅
ア

ソ
ウ

湾
お

よ
び

綱
浦

対
馬

・
浅

茅
湾

長
崎

県
●

●
2

1
2
4

3
7
9

対
馬

・
田

ノ
浜

対
馬

・
田

ノ
浜

長
崎

県
●

1

1
2
5

3
8
6

菊
池

川
・
白

川
・
緑

川
河

口
白

川
河

口
・
緑

川
河

口
熊

本
県

●
●

2

1
2
6

3
8
7

不
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Code Province or Ecoregion name Principle sources Secondary sources Also informed by
Prov Cold Temperate Northwest Pacific MEOW Banks et al. 2000

45 Sea of Okhotsk Briggs 1974, LME 2006
47 Oyashio Current LME 2006 Briggs 1974
48 Northeastern Honshu MEOW Jilan and Lobanov 1998 Kishi et al. 2006, Briggs 1974
49  Sea of Japan LME 2006 Briggs 1974

Prov Warm Temperate Northwest Pacific Briggs 1974 Kishi et al. 2006, Briggs 1974
51 Central Kuroshio Current Omori et al. 2004)
52 East China Sea LME 2006

Prov South Kuroshio Green and Mous 2006
121  South Kuroshio As above

Prov Tropical Northwestern Pacific Myers 1999, Allen 2002, Allen in litt, 2006 Myers 1999 Springer 1982
122  Ogasawara Islands Myers 1999, Allen 2002

Spalding et al 2007 Marine Ecoregions of the World - Sources
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